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清
代
に
お
け
る
奏
錆
制
度

四三ニー

目
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が
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き

奏
錯
と
は
官
躍
が
一
年
間
の
牧
入
・
支
出
の
決
算
を
中
央
政
府
に

佐

イ白

富

報
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
奏
錆
に
よ
り
、
中
央
政
府
の
六
部
は

所
属
官
麗
の
財
政
を
管
理
監
督
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
奏

錯
が
忠
買
に
園
滑
に
貫
行
さ
れ
る
と
、
中
央
政
府
は
居
な
が
ら
に
し

て
、
国
家
の
財
政
欣
態
を
一
覧
の
も
と
に
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が

で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
誼
正
な
財
政
政
策
を
樹
立
す
る
と
と
が
で

η
4
 

き
る
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
奏
舗
の
際
に
お
け
る
租
税
徴
枚
の
成
績
に

照
し
て
、
開
係
州
牒
官
の
賞
罰
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
功
を
求
め
ん
と
す
る
州
蘇
官
は
、
奏
錆
の
時
期
が
到
来
す
る

と
、
未
納
の
租
税
を
督
促
す
る
こ
と
が
急
で
、
こ
れ
が
た
め
に
、
大

事
件
を
惹
き
お
こ
す
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
こ
れ
が
有
名
な
順
治
十
入

年
入
月
に
お
こ
っ
た
江
南
奏
錆
案
で
あ
る
。

順
治
十
八
年
正
月
七
日
に
順
治
帝
が
裂
し
、
康
照
帝
が
つ
い
で
即

位
し
た
が
、
嘗
時
国
家
の
財
政
が
窮
迫
せ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
各
省
の
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錯
糧
の
未
納
が
甚
だ
多
く
、
完
納
す
る
者
は
極
め
て
少
か
っ
た
。
そ

れ
は
前
任
の
官
が
積
適
の
累
を
後
任
官
に
の
こ
し
、
あ
る
い
は
官
役

が
侵
蝕
流
用
し
、
民
欠
に
藷
口
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
鐘

糧
を
抱
欠
す
る
者
は
、
州
牒
官
は
参
罰
を
被
り
、
升
轄
を
停
止
さ
れ

た
が
、
知
府
以
上
の
者
は
、
依
然
と
し
て
升
縛
さ
れ
た
。
こ
れ
が
た

め
に
上
官
は
租
税
の
徴
収
に
重
力
せ
ず
、
責
任
を
轄
嫁
し
が
ち
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
今
後
は
、
錨
糧
を
経
管
す
る
各
官
は
、
大
小
を
論
ぜ

ず
、
描
欠
参
罰
の
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
一
艦
に
升
轄
を
停
止
し

銭
糧
未
納
の
各
官
を
般
罰
に
廃
せ
よ
と
い
う
上
識
が
下
さ
れ
た

嘗
時
、
江
蘇
巡
撫
は
朱
園
治
で
あ
っ
た
。

ぃ
、
銭
糧
の
欠
冊
を
遣
っ
て
戸
部
に
迭
り
、
抗
糧
と
観
し
て
、
銭
糧

未
納
の
者
は
些
少
な
者
も
み
な
逮
捕
し
た
。
こ
の
と
き
、
概
草
さ
れ

朱
園
治
は
上
識
に
遜

柳
責
を
加
え
ら
れ
た
紳
衿
街
役
は
ほ
と
ん
ど
一
高
四
千
人
に
も
及
ん

だ
。
昆
山
の
探
花
、
葉
方
罰
は
欠
折
銀
一
置
を
も

っ
て
官
を
諦
せ
ら

首
時
銀
一
置
は
銅
銭
一
文
に
相
首
し
た
の
で
、

「
探
花
不
値
一
文
鎮
」
と
い
う
謡
ま
で
流
行
し
た
と
い
う
。

れ
た

民
間
で
は

ま
た
方

光
深
は
激
鯨
の
康
生
で
あ
っ
た
が
、
科
翠
及
第
後
こ
の
案
に
坐
し
て

つ
い
に
、
雲
南
に
走
っ
て
奥
三
桂
の
幕
友
と
な
っ
た
。

呉
三
径
の
謀
叛
は
方
光
深
の
策
略
に
出
ず
る
所
が
多
か

ア
た
と
い
わ

開
け
ら
れ
、

れ
て
い
る
。

朱
闘
治
が
こ
う
い
う
大
事
件
を
ひ
き
起
し
た
の
は
、

一
つ
に
は

昔
時
鄭
成
功
、
が
海
上
に
あ
っ
て
清
朝
に
反
抗
し
て
い
た
の
で
、
清
朝

の
江
南
人
に
封
す
る
怨
恨
か
ら
、
大
獄
を
起
し
て
江
南
人
を
情
伏
さ

せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し

方
で
は
巡
撫
朱
園
治
が
江
南
の
積
欠
銭
糧
を
完
納
さ
せ
、
困
窮
せ
る

嘗
時
の
清
朝
財
政
に
大
き
な
貢
献
を
な
し
、
自
ら
の
功
勲
を
ほ
こ
ら

ん
と
し
た
こ
と
は
容
易
に
首
肯
さ
れ
る
所
で
あ
ろ
う
。
(
清
稗
類
紗
昌
也

二
五
順
治
辛
丑
奏
鋪
案
、
薪
一
山
著
、
清
代
通
史
容
上
、
四
二
五
頁
、

江
南
奏
錆
案
、
小
野
和
子
氏
、
清
初
の
思
想
統
制
を
め
ぐ
っ
て
(
東
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洋
史
研
究
一
入
、
三
〉
)
と
も
か
く
、
と
の
江
南
奏
錆
案
は
、
康
照
帝

の
は
じ
め
に
、
江
南
地
方
を
震
骸
さ
せ
た
大
事
件
で
あ
っ
た。

と
こ
ろ
で
、
地
方
官
が
租
税
徴
収
に
お
い
て
成
績
を
あ
げ
た
と
こ

た
か
だ
か
官
位
が
あ
が
る
に
す
、ぎ
な
い
。
目
前
に
は
現
銀
や

ろ
で
、

利
権
が
食
指
を
ひ
く
。
自
ら
公
金
を
着
服
し
あ
る
い
は
部
下
と
ぐ
る

に
な
っ
て

そ
の
汚
職
を
見
逃
し
て
賄
賂
を
と
る
方
が

は
る
か
に

魅
力
的
で
あ

っ
た
。
そ
と
で
、
奏
舗
の
行
わ
れ
る
際
に
は
、

ろ
の
か
ら
く
り
、

し
ろ
い

つ
ま
り
、
公
金

・
官
物
の
横
領
や
横
流
し
を
、
相

互
に
庇
護
隠
蔽
す
る
官
僚
や
膏
吏
の
術
策
、
賄
賂
の
横
行
と
い

っ
た



官
場
の
臭
気
紛
々
た
る
祉
曾
悪
が
、
竿
ば
公
然
と
行
わ
れ
た
。
こ
の

醜
悪
な
慣
行
が
ま
た
近
世
中
国
世
曾
の
官
場
の
大
き
な
特
色
な
の
で

あ
る
@

国
家
の
財
政
が
、
こ
の
よ
う
な
官
吏
や
膏
吏
に
よ
っ
て
裏
面
か
ら

侵
蝕
さ
れ
る
と
、
破
綻
を
招
か
ざ
る
を
え
な
い
。
清
朝
初
期
の
代
々

の
天
子
は
こ
の
封
策
に
は
腐
心
し
た
。
と
く
に
嘉
正
帝
は
、
財
政
の

管
理
に
は
、
常
な
ら
ぬ
注
意
を
掛
っ
た
。
財
政
こ
そ
は
、
濁
裁
君
主

権
を
支
え
る
最
も
重
要
な
基
盤
の
一
つ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
帝

は
卸
位
早
々
、
も
っ
と
も
信
頼
す
る
弟
の
恰
親
王
允
群
に
戸
部
の
管

理
を
命
じ
、
曾
計
検
査
院
と
も
稿
す
べ
き
曾
考
府
を
設
立
し
て
、
奏

舗
を
巌
格
に
買
施
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

康
照
の
末
年
か
ら
薙
正
時
代
に
か
け
て
、
戸
部
に
は
数
千
高
南
の
庫

銀
が
貯
え
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
背
景
に
、
世
曾
の
卒
和
、
産
業
の
蛮

展
、
外
園
貿
易
の
繁
祭
と
い
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

一
面
官
紀
の
粛
清
、
奏
鋪
制
度
の
整
備
に
よ
っ
て
、
園

も
な
い
が
、

家
の
財
政
が
相
嘗
き
び
し
く
監
督
管
理
さ
れ
た
と
こ
ろ
に

一
つ
の
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大
き
な
原
因
が
あ
っ
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
奏
錯
の
制

度
が
、
薙
正
時
代
に
一
躍
完
備
し
た
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
事
賞
で

あ
る
。
次
の
乾
隆
時
代
は
、
財
政
的
に
は
、
清
朝
の
う
ち
で
も
、
も

っ
と
も
徐
裕
の
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
、
が
、
そ
れ
は
嘗
時
の
世
舎
が
、

政
治
的
・
経
済
的
に
も
、
も
っ
と
も
恵
ま
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
う
え

に
、
薙
正
帝
の
奏
鋪
制
度
の
整
備
が
、
な
お
効
力
を
示
し
た
こ
と
も

そ
の
一
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
近
世
中
国
の
典
型
的
な
濁
裁
君
主
と
い
わ
れ
る
薙
正

帝
を
も
っ
て
し
て
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
官
場
の
積
弊
を
、
抜
本

的
に
打
破
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
曾
考
府
が
設
立
後
、
三

年
目
に
鹿
止
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
官
僚
や
膏
吏

の
抜
き
が
た
い
弊
風
に
は
打
ち
克
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
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も
あ
っ
た
。
こ
こ
に
奏
鋪
制
度
の
貫
施
に
も
限
度
が
あ
っ
た
こ
と
が

判
明
す
る
。
薙
正
帝
に
し
て
然
り
、
乾
隆
以
後
に
な
る
と
、
天
子
の

濁
裁
植
が
弛
緩
し
て
に
ら
み
が
き
か
な
く
な
る
と
、
官
紀
が
素
凱
し

て
、
奏
錯
の
制
度
も
次
第
に
有
名
無
貰
と
化
し
て
行
っ
た
。
諸
種
の

財
政
に
闘
す
る
疑
獄
事
件
が
、
乾
隆
以
後
、
多
く
な
る
の
は
そ
の
詮

左
で
あ
る
。
清
朝
の
後
宇
期
以
後
に
あ
っ
て
は
、
前
宇
期
と
は
逆

に
、
世
界
経
済
の
費
動
か
ら
、
銀
の
中
園
流
入
が
減
少
し
、
遂
に
は

銀
が
多
量
に
海
外
に
流
出
す
る
に
至
り
、
産
業
の
不
振
か
ら
経
漕
界

が
不
況
に
陥
っ
た
。
こ
れ
が
た
め
に
、
園
家
の
牧
入
が
減
少
し
た
う

与

え

kこ

官
紀
は
全
く
地
に
堕
ち
て

奏
錆
は
貰
行
さ
れ
な
く
な

っ
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た
。
ま
た
奏
舗
を
行
っ
て
も
、
虚
備
の
報
告
が
多
く
、
政
府
は
奏
錯

に
よ
っ
て
、
財
政
を
管
理
監
督
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
た
。
奏

錆
制
度
の
・
系
乱
に
よ
っ
て
、
清
朝
は
園
家
の
財
政
欣
態
を
正
確
に
知

悉
し
え
ず
、
こ
れ
を
再
建
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
、
途
に
衰

亡
の
道
を
辿
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ

奏
鮪
制
度
の
貫
態
と
霊
展
の
過
程
を
遇
し
て
清
朝
隆
替
の
あ
と
を
考

え
て
見
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

奏

錆

の

起

原

財
政
の
蹴
態
を
つ
か
む
こ
と
が
、
政
治
の
要
諦
で
あ
る
こ
と
は
、

古
今
を
遁
じ
て
塑
り
は
な
い
。
清
朝
も
入
闘
前
、
す
で
に
年
末
に
お

い
て

公
明
な
官
吏
に
命
じ
て
財
政
扶
態
を
監
査
さ
せ
て
い
る

(
皇
朝
遇
考
省
四
一
舎
計
崇
徳
三
年
〉
入
開
後
に
お
い
て
は
、
世
租

貫
録
単
位
二
五
、
順
治
三
年
四
月
壬
寅
の
慨
に
、

論
戸
部
。
・
:
・
:
今
特
選
大
拳
土
祷
鐙
。
前
往
戸
部
。
奥
公
英
俄

爾
岱
。
徹
底
察
核
。
在
京
各
街
門
。
銭
糧
款
項
数
目
。
原
額
若

干
。
現
今
作
何
枚
支
鏑
算
。
在
外
各
直
省
銭
糧
。
明
季
加
源
三

項
。
錨
克
若
干
。
現
在
国
土
。
民
間
質
種
若
干
。
麿
貫
徴
・
起

解
・
存
留
若
干
。
在
内
責
成
各
該
管
街
門
。
在
外
責
成
撫
按
。

巌
核
詳
稽
。
擬
定
賦
役
全
書

c

進
股
親
質

c

頒
行
天
下
。

と
あ
り
、
順
治
三
年
四
月
に
は
、
大
率
土
証
明
品
位
を
戸
部
に
遣
わ
し
、

尚
書
下
北
館
岡
信
と
財
政
扶
態
を
徹
底
的
に
調
査
せ
し
め
、
ま
た
在
京

は
各
該
管
街
門
に
命
じ
、
外
省
は
巡
撫
・
按
察
使
に
命
じ
て
巌
重
に

調
査
し
て
賦
役
全
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
天
下
に
頒
行
さ
せ
て
い

る
。
し
か
し
、
財
政
の
監
査
が
制
度
化
し
た
の
は
、
順
治
入
年
の
頃

の
よ
う
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
清
朝
は
残
明
勢
力
や
流
賊
を

討
伐
し
て
一
躍
中
園
を
卒
定
し
、

そ
の
国
家
僅
制
が
で
き
あ
が
っ

た
。
諸
種
の
制
度
が
制
定
さ
れ
た
の
も
こ
の
頃
で
、
清
朝
国
家
の
基

礎
が
整
い
初
め
た
注
目
す
べ
き
時
期
で
あ
る
。
財
政
も
こ
の
頃
に
至
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よ
う
や
く
、
そ
の
基
礎
が
で
き
か
け
た
ら
し
い
。
貫
録
や
東

華
録
に
順
治
入
年
か
ら
、
人
口
数
や
団
地
・
地
租
・
糧
草
な
ど
の
統

計
が
一
ホ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
事
貫
を
物
語
る
も
の
と
考
え
る
。

財
政
の
整
備
に
伶
な
い
、
奏
鈎
の
制
度
も
こ
の
頃
一
曜
の
確
立
を
見

っ
て
、

た
よ
う
で
あ
る
。
世
租
貫
録
容
五
七
、
順
治
八
年
六
月
辛
酉
の
陳
に
、

刑
科
左
給
事
中
現
象
橿
奏
言
。
国
家
銭
糧
。
部
匡
掌
出
。
藩
臣

人
数
不
清
。
故
出
数
不
明
。
請
自
入
年
震
始
。
各
省
布

政
使
臣
。
於
毎
歳
彩
。
曾
計
遁
省
銭
糧
、
分
別
款
項
。
造
冊
呈

迭
該
督
撫
按
査
核
。
恭
繕
責
冊
一
套
。
繰
臣
曾
題
総
数
。
随
本

掌
入
。



進
呈
御
賞
。
白
造
清
冊
。
容
迭
在
京
各
衛
門
。
互
相
査
考
。
師

可
杜
藩
臣
之
欺
隠
。
又
可
核
部
臣
之
参
差
。
至
於
故
現
勤
逆
産

債
。
麓
瞳
租
課
。
掘
罰
銀
雨
。
本
折
物
料
等
物
。
一
概
報
明
。

庶
鏡
糧
清
。
園
用
足
。
:
:
:
疏
入
。
命
所
司
確
議
。

と
あ
り
、
刑
科
左
給
事
中
、
現
象
植
は
順
治
入
年
六
月
に
上
奏
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
園
家
の
銭
糧
は
、
部
臣
が
支
出
を
掌
り
、
布
政

使
が
枚
入
を
掌
っ
て
い
る
。
人
数
が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
、
出
数

も
不
明
瞭
で
あ
る
。
そ
こ
で
ど
う
か
順
治
八
年
か
ら
、
次
の
よ
う
に

曾
計
の
監
査
を
す
る
よ
う
願
い
た
い
。
各
省
の
布
政
使
は
毎
歳
の
終

り
に
、
通
省
の
銭
糧
を
曾
計
し
、
款
項
別
に
造
冊
し
て
該
督
・
撫
・

按
に
呈
迭
し
て
査
核
さ
せ
、

一
方
で
は
責
冊
を
繕
修
す
る
。
撫
臣
は

線
教
を
曾
題
し
、
本
章
に
随

っ
て
御
寛
に
進
呈
す
る
。
な
お
別
に
清

冊
を
作
成
し
て
在
京
の
各
街
門
に
習
迭
し
、
相
互
に
査
考
さ
せ
る
よ

う
に
す
れ
ば
、
布
政
使
の
欺
隠
を
防
ぐ
こ
と
が
出
来
る
の
み
な
ら
ず

部
匡
の
参
差
を
も
核
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
明
の
動
臣
の
産

債
、
車
盟
租
課
、
臓
罰
銀
、
本
折
物
料
な
ど
の
も
の
に
至

っ
て
も
、

一
概
に
報
告
さ
せ
る
と
、
銭
糧
も
清
楚
に
な
り
、
園
用
も
充
足
す
る
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で
あ
ろ
う
と
。
こ
の
上
奏
文
は
、
所
司
に
命
じ
て
確
議
さ
せ
て
い
る

か
ら
、
ま
も
な
く
質
施
に
移
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
光
緒
大
清

曾
典
事
例
倉
一
七
七
、
奏
舗
の
傑
に
、

門
順
治
〕
九
年
。
覆
准
。
直
省
銭
糧
。
逐
款
備
造
支
解
完
欠
清

冊
。
迭
部
査
襲
。

と
あ
り
、
翌
順
治
九
年
に
は
、

に
、
そ
の
支
解
完
欠
の
清
冊
を
作
成
し
て
戸
部
に
迭
り
、
査
票
さ
せ

直
省
銭
糧
に
つ
い
て

各
款
ご
と

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
判
明
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
奏
錆
制
度
は
順
治
時
代
に
成
立
し
た
が
、
順
治
・

康
照
時
代
は
、
な
お
国
家
草
創
の
時
代
で
あ
り
、
ま
た
反
清
勢
力
の

討
滅
の
た
め
軍
隊
を
動
か
す
こ
と
も
多
く
、
従
っ
て
奏
舗
の
質
施
運

営
が
圃
滑
に
行
わ
れ
難
い
事
情
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
@
こ
と
に
三

藩
の
凱
に
は
七
年
に
わ
た
っ
て
戟
時
吠
態
が
績
い
た
た
め
に
、
奏
錯

制
度
が
素
観
し
た
。
聖
租
貫
録
谷
七
一
、
康
照
十
七
年
二
月
庚
成
の

傑
に
、

-29-

議
戸
部
。
積
貯
係
園
家
大
計
。
年
来
各
路
兵
馬
。
需
用
糧
前
浩

繁
。
在
外
線
督
巡
撫
。
及
経
管
鎮
糧
各
官
。
倶
宜
潔
己
奉
行
。

庫
心
稽
察
。
一
臆
支
放
開
錯
。
務
巌
加
悪
質
節
省
。
方
於
軍
固

有
禅
。
近
見
各
路
奏
錯
。
或
製
備
物
料
。
並
不
先
行
題
明
。
霜

口
軍
機
緊
急
。
濫
請
錆
算
。
或
不
行
察
核
。
重
復
支
給
。
又
不

震
拘
抵
。
或
藤
混
重
領
。
希
園
利
己
。
致
滋
鹿
費
。
以
及
侵
歎
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浮
胃
。
種
種
弊
端
。
難
以
枚
患
。

と
あ
り
、
康
照
十
七
年
二
月
に
、
康
照
帝
は
戸
部
に
上
識
を
下
し
て

い
る
。

そ
の
う
ち
で
、

近
ご
ろ
各
路
の
奏
錆
を
見
る

康
照
帝
は

に
、
物
料
を
整
備
す
る
に
、

ま
ず
題
明
を
行
わ
ず
、
軍
機
の
緊
急
な

る
に
籍
口
し
て

み
だ
り
に
奏
錯
を
請
い
、
あ
る
い
は
核
察
を
行
な

わ
ず
二
重
支
給
を
な
し

ま
た
拍
除
を
な
さ
な
い
。
あ
る
い
は
践
混

重
領
し
て
己
れ
を
利
せ
ん
と
は
か
り
、
濫
費
浮
胃
な
ど
種
々
の
弊
害

が
あ
り

一
々
数
え
き
れ
な
い
と
い
っ
て
、
戸
部
に
鹿
置
を
命
じ
て

い
る
。

戸
部
は
旨
を
う
け
て
こ
こ
に
庭
分
例
を
制
定
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
慮
分
例
に
お
い
て
、
銭
糧
の
支
出
方
法
が
巌
重
に
と
り
き

め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
各
省
が
支
出
す
る
銭
糧
は
、
司
・
道
等
の

官
が
、

ま
ず
督
撫
に
申
請
し
、
あ
ら
か
じ
め
題
明
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
も
し
申
詳
題
明
を
せ
ず
、
後
で
奏
鈎
を
請
う
者
は
、

そ

の
奏
鮪
を
許
さ
ず
、
司
道
管
撫
は
そ
れ
ぞ
れ
底
分
を
う
け
な
け
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
曾
計
検
査
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
な
お

藩
の
凱
が
卒
定
せ
ず
、
急
を
要
す
る
軍
需
費
の
闘
係
か
ら
遜
守
さ

れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
凱
が
移
っ
た
四
年
目
、
康
照
二
十
三
年
に
は

再
び
命
国
計
検
査
の
傑
例
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
大
事

土
に
興
え
た
上
稔
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

戸
部
が
各
省
の
銭
糧
を
管
理
し
て
い
る
が

一
時
に
清
楚
な
ら

し
め
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
地
方
の
督
撫
は
在
庫
の
銀
雨
を

流
用
し
て
私
用
に
あ
て
て
い
る
。

補
塾
す
る
と
は
い
い
な
が

ら
、
題
奏
す
る
時
に
及
ん
で
は
、
常
に
う
や
む
や
に
鋪
算
し
て

し
ま
い
、
部
内
に
は
稽
察
す
べ
き
誼
接
が
な
い

た
め
に
百
姓

は
涼
く
そ
の
害
を
う
け
て
い
る
。
最
近
、
慶
西
巡
燃
の
郁
浴
が

庫
銀
十
九
首
阿
南
を
横
領
す
る
事
件
が
あ
っ
た
が
こ
れ
に
よ

っ

て
見
る
と
、

天
下
に
は
か
か
る
事
件
は
少
く
な
い
に
遣
い
な

し、

股
は
日
夜
留
意
し
て
各
省
の
銭
糧
を
清
査
し
よ
う
と
思
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ぃ
、
外
任
官
お
よ
び
督
撫
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
皆
い
わ
く
、
地

方
に
存
留
す
る
鐘
糧
を
清
査
す
れ
ば
、
別
項
の
銭
糧
は
自
ら
清

楚
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
。
そ
こ
で
股
は
思
う
に

こ
の
こ
と
が

一
た
び
行
わ
れ
る
と
、
在
外
の
督
撫
司
遣
の
う
ち
に
は
、
罪
を

う
け
る
者
が
出
る
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
、
園
家
に
お
い
て
は

有
盆
で
あ
ろ
う
。
果
し
て
鏡
糧
が
充
足
す
れ
ば
、

さ
ら
に
百
姓

に
加
恩
す
る
用
途
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
。

い
ま
九
卿
の
う
ち

に
は
、
外
官
の
経
験
あ
る
者
が
多
い
か
ら

か
か
る
事
情
に
つ

い
て
は
詳
悉
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
汝
等
大
率
土
は
曾
同
詳

議
し
て
以
聞
せ
よ
。



と
命
じ
た
。
そ
こ
で
大
事
土
ら
は
九
卿
と
曾
同
し
て
そ
の
結
果
を
覆

奏
し
、
こ
こ
に
曾
計
検
査
の
傑
例
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

租
貫
録
倉
一
一
回
、
康
照
二
三
年
二
月
実
酉
)

こ
の
傑
例
は
五
ケ
傑
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
如
上
の
貼
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
督
撫
の
責
任
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

第
一
棟
、
銭
糧
を
奏
錯
す
る
に
は
、
存
留
・
起
運
を
逐
次
分
断
し
、

な
ら
び
に
、
戸
部
に
報
告
し
た
年
月
日
を
ば
明
白
に
、
造
冊
せ
し

め
、
醸
混
だ
と
し
て
駁
査
を
う
け
し
め
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
も
し
駁
回
あ
る
と
き
は
、
閥
係
督
撫
は
援
混
の
例

に
照
し
て
庭
分
す
る
。
戸
部
司
廊
が
詳
査
を
行
わ
な
い
と
き
も
、

ま
た
、
吏
部
を
し
て
議
慮
せ
し
め
る
。

こ
の
第
一
保
に
よ
れ
ば
、
督
撫
は
駁
査
を
う
け
た
だ
け
で
慮
分
さ
れ

る
わ
け
で
、
あ
ま
り
酷
に
す
ぎ
る
の
で
、
裁
可
さ
れ
ず
、
現
行
の
傑

例
に
よ
っ
て
施
行
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
現
行
保
例
が
い
か
な
る
も

の
か
、
判
明
せ
ぬ
が
、
寛
大
な
傑
例
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

第
二
・
三
・
四
僚
は
そ
れ
ぞ
れ
、
軍
隊
の
俸
料
・
軍
需
物
資
の

購
買
に
つ
い
て
、
督
撫
等
の
責
任
を
規
定
し
て
い
る
。
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第
王
傑
、
直
隷
各
省
が
錯
糧
を
奏
鋪
す
る
に
、
も
し
駁
査
を
う

け
た
と
き
に
は
、
と
も
に
具
題
し
て
完
結
さ
せ
る
。
車
に
杏
文

聖

を
も
っ
て
責
を
塞
い
で
は
な
ら
な
い
。

以
上
が
、
康
照
二
十
三
年
制
定
の
曾
計
検
査
傑
例
の
概
略
で
あ
る
。

こ
の
後
も
康
照
時
代
に
は
傑
例
の
改
訂
が
行
わ
れ
た
が
、
お
お
む
ね

寛
大
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
貰
施
に
際
し
て
も
、
・
ど
こ
ま
で
運
行
さ

れ
た
か
は
疑
わ
し
い
。
奏
錦
制
度
が
略
々
完
備
し
、
曾
計
検
査
が
相

首
巌
格
に
施
行
さ
れ
る
の
は
、
次
の
薙
正
時
代
を
ま
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

嘉
正
時
代
に
お
け
る
財
政
整
理

-31一

濁
裁
君
主
の
権
力
の
基
盤
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
官
僚
と
軍
隊
の

カ
で
あ
る
。
官
僚
や
軍
隊
が
天
子
の
手
と
な
り
足
と
な
っ
て
、
天
子

の
意
の
ま
ま
に
働
く
た
め
に
は
、
そ
の
綱
紀
を
振
粛
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
こ
で
嘉
正
帝
は
官
紀
や
軍
紀
の
振
粛
に
、
と
く
に
意
を

用
い
た
が
、
一
方
で
は
彼
等
が
安
心
し
て
働
き
う
る
よ
う
に
、
生
活

の
安
定
と
い
う
こ
と
に
も
配
慮
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ

か
ら
財
政
整
理
と
い
う
こ
と
が
、
嘉
正
帝
に
は
重
要
な
課
題
と
な
っ

て
き
た
。
地
方
財
政
が
楽
観
し
て
臨
空
や
民
欠
が
多
い
た
め
、
地
方

官
に
そ
の
調
査
を
巌
命
す
る
だ
け
で
な
く
、
中
央
政
府
か
ら
信
頼
す
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る
官
吏
を

と
く
に
、仮
遺
し
て
、
地
方
財
政
の
素
凱
を
徹
底
的
に
調

査
し
て
、
そ
の
建
て
直
し
を
さ
せ
た
の
は
、
薙
正
帝
の
財
政
に
封
す

る
閥
心
の
強
さ
を
示
し
て
い
る
。

財
政
の
素
凱
は
地
方
財
政
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
中
央
の
戸
部
に

お
い
て
も
素
凱
し
て
い
た
。
世
宗
貫
録
容
二
六
、
落
正
二
年
十
一
月

実
丑
の
僚
に
、
内
閣
・
九
卿
・
倉
事
・
科
・
遁
等
に
輿
え
た
上
識
が

あ
る
。
そ
の
う
ち
で
務
正
帝
は
次
の
よ
う
に
い
司
て
い
る
。

歴
年
戸
部
の
庫
格
の
臨
空
は
数
百
高
雨
に
及
ん
で
い
る
。
股
は

藩
邸
に
い
る
時
か
ら
、
知
悉
し
て
い
る
。
こ
れ
は
国
家
の
経
費

の
闘
す
る
と
こ
ろ
で
、
甚
だ
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
股

は
、
と
く
に
恰
親
王
に
命
じ
、
戸
部
を
管
理
し
て
素
凱
を
清
査

い
ま
康
照
年
聞
の
際
空
を
整
理
す
る
こ
と

も
し
ま
た
薙
正
年
間
に
臨
空
が
で
き
る

さ
せ
た
の
で
あ
る
。

が
み
に
き
な
け
れ
ば
、

と
、
将
来
到
底
稽
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
積
弊
が
段

段
相
累
っ
て
い
く
と
、
ど
う
し
て
園
用
を
経
理
し
、
法
紀
を
持

来
に
垂
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
現
在
恰
親
王
が
清
査
し
た

臨
空
は
、
二
百
五
十
徐
寓
雨
に
も
上
り
、
迫
補
す
る
こ
と
が
む

ず
か
し
い
。
そ
と
で
恰
親
王
は
戸
部
の
雑
費
を
も
っ
て

十
年

計
査
で
代
納
さ
せ
た
い
と
い
っ
て
い
る
。
回
ゅ
う
に
、
戸
部
の
掌

司
官
員
が
任
意
に
侵
漁
し
、
首
時
こ
れ
を
お
い
て
問
わ
な
か
っ

た
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
戸
部
尚
書
の
孫
査
費
に
命
じ
て
魔
理

さ
せ
、
経
手
の
官
員
を
査
明
し
、

そ
の
財
力
を
量
っ
て
賠
償
さ

せ
よ
う
と
し
た
が
、
部
下
を
か
ば
っ
て
ら
ち
が
あ
か
な
い
の

で
、
孫
撞
曹
を
革
職
さ
せ
た
。
各
員
の
排
償
す
べ
き
銀
は
、
作

そ
の
徐
の
一
百
官
尚
南
は
恰
親
王
の
申
請
通

速
に
排
償
さ
せ
、

り
、
戸
部
の
雑
費
か
ら
調
補
さ
せ
た
。
恰
親
王
の
慮
理
は
甚
だ

嘉
す
べ
き
だ
。

し
か
る
に
、
無
知
の
小
人
は
嫉
妬
し
て
、
か
え

っ
て
恰
親
王
の
や
り
方
は
苛
刻
で
あ
る
と
い
っ
て
非
難
し
て
い
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る
か
ら
、
事
買
を
汝
等
に
知
ら
せ
て
や
る
。

と
結
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
薙
正
帝
の
卸
位
し
た
は
じ
め
に
は
、
康
照
帝
の
い

わ
ゆ
る
寛
大
の
政
治
の
後
を
う
け
て
、
地
方
中
央
と
も
に
そ
の
財
政

が
素
凱
し
て
い
た
。
そ
こ
で
今
述
べ
た
よ
う
に
、
薙
正
帝
の
も
っ
と

も
信
頼
し
て
い
た
弟
の
恰
親
王
を
し
て
、
戸
部
を
管
理
さ
せ
た
の
で

あ
る
。
世
宗
貫
録
容
二
、
康
照
六
十
一
年
十
二
月
丙
寅
の
傑
に
、

令
恰
親
王
允
群
。
線
理
田
部
三
庫
事
務
。

と
あ
り
、
恰
親
王
は
薙
正
帝
が
即
位
す
る
と
間
も
な
く
、
戸
部
の
管

理
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
戸
部
の
三
庫
と
は
銀
庫
・
紐



疋
庫
・
顔
料
摩
を
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
恰
親
王
は
財
政
を
管
理
す
る
た
め
に
、
特
別
に
曾
考

府
と
い
う
役
所
を
設
け
た
。
嘉
正
元
年
正
月
で
あ
る
か
ら
、
嘉
正
帝

郎
位
の
翌
年
に
は
早
々
に
財
政
の
監
督
検
査
が
巌
重
に
施
行
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
曾
考
府
設
立
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
世

宗
貫
録
省
三
、
薙
正
元
年
正
月
甲
午
の
傑
に
、
内
閣
に
下
し
た
論
旨

の
中
に
見
え
て
い
る
。

各
省
が
銭
糧
を
奏
錯
す
る
に
、
地
方
の
正
項
鐘
糧
お
よ
び
軍
需

を
除
く
ほ
か
、
そ
の
他
の
奏
錆
項
内
に
は
積
弊
が
甚
だ
大
で
あ

る
。
も
し
奏
舗
の
際
、
中
央
の
六
部
に
部
費
を
屈
け
な
い
と
、

た
と
え
報
告
の
冊
楢
が
分
明
で
あ
っ
て
も
、
僅
か
な
数
字
の
異

同
や
、
僅
か
の
銀
雨
の
数
字
が
符
合
し
な
い
と
い
っ
て
、
報
告

の
書
報
を
つ
き
か
え
す
。
ひ
と
た
び
部
費
が
あ
る
と
、
た
と
え

百
高
の
銭
糧
を
醸
費
し
て
い
て
も
、
奏
鋪
を
許
可
す
る
。
あ
る

い
は
、
あ
ま
り
重
要
で
な
い
所
を
も
っ
て
駁
回
し
、
駁
詰
し
た
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と
い
う
名
目
を
作
っ
て
人
の
耳
目
を
掩
飾
す
る
。
駁
回
し
た
書

類
が
か
え
っ
て
来
る
と
、
直
ち
に
奏
舗
を
許
可
す
る
。
内
外
の

官
が
ぐ
る
に
な
っ
て
、
国
家
の
銭
糧
を
盗
取
す
る
。
こ
れ
ら
の

み
な
皇
考
は
知
悉
し
て
い
た
が
、
寛
大
な
聖
恩
を
も

弊
宜
口
一
は
、

っ
て
、
深
く
は
究
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
股
は
今
や
財
政
の

整
理
を
行
わ
、
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
そ
ζ

で
今
後
、
あ
ら
ゆ

る
錯
糧
の
奏
舘
事
務
は
、
何
の
部
に
わ
た
る
を
論
ず
る
な
く
、

み
な
恰
親
王
・
隆
科
多
・
大
皐
土
白
漬
・
左
都
御
史
朱
拭
を

し
て
、
曾
同
排
理
さ
せ
る
ぞ
。

こ
の
上
誌
に
従
っ
て
、
内
閣
は
財
政
査
核
の
役
所
を
設
立
し
、
そ
の

名
を
務
正
帝
に
曾
考
府
と
つ
け
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
曾
考
府
設

置
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
世
宗
貫
録
袋
二
五
、
嘉
正
二
年
十
月
美
巳

の
保
、
直
省
督
撫
提
鎮
等
に
輿
え
た
上
誌
に
、
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至
曾
考
府
。
係
股
新
設
。
特
矯
稽
査
各
部
諸
弊
。
以
清
銭
糧
之

出
入
。

と
あ
り
、
各
部
の
弊
害
を
稽
査
し
、
銭
蝿
慢
の
出
入
を
清
査
す
る
に
あ

っ
た
。
各
部
の
弊
害
と
は
何
か
と
い
う
に
、
こ
の
上
識
の
前
文
に
は

次
の
よ
う
に
い

っ
て
い
る
。

従
前
、
事
件
を
題
奏
す
る
と
き
に
は
、
と
も
に
部
費
な
る
も
の

が
あ
っ
た
。
股
は
し
ば
し
ば
、
旨
を
降
し
て
巌
禁
し
た
。
今
聞

く
に
、
な
お
前
轍
を
踏
み
、
高
事
部
費
が
な
け
れ
ば
解
決
し
な

い
。
各
街
門
の
書
吏
は
、
空
腹
で
は
勢
い
事
を
酔
じ
難
い
。
酌

量
し
て
紙
筆
飯
鏡
を
支
給
す
る
こ
と
は
、
理
に
於
い
て
差
支
え
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千
高
の
費
を
使
っ
て
、
小
人
あ
く
な
き

な
い
が
、
ど
う
し
て

の
求
め
を
遂
げ
さ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
況
ん
や
、
各
省
大

臣
の
題
奏
す
る
事
件
は

み
な
股
が
親
し
く
寛
て
、
部
を
し
て

定
議
さ
せ
て
い
る
。
議
覆
の
時
に
及
ん
で
は
、
股
は
詳
寛
し
て

濁
り
裁
断
し
て
い
る
。
各
省
の
大
臣
は
、
ど
う
し
て
自
ら
信
ず

る
所
な
く
、
甘
ん
じ
て
議
役
の
欺
証
を
受
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
各
部
に
題
奏
す
る
事
件
も
、
莫
大
な
部
費
を
使
わ
ぬ
と

解
決
し
な
い
。
と
れ
が
大
き
な
郷
害
と
な
っ
て
い
る
。
薙
正
帝
は
と

の
部
費
を
禁
止
し
、
題
奏
事
件
を
固
滑
に
庭
理
さ
せ
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
前
掲
の
上
識
に
績
い
て
、

曾
考
府
大
臣
e

股
可
保
其
無
受
使
費
之
理
。
今
聞
有
二
一
省
畏

情
不
明
之
大
臣
。
男
加
一
倍
使
用
。
殊
可
痛
恨
。
嗣
後
著
永
行

禁
止
。
若
朕
査
出
。
奥
受
一
櫨
治
罪
。

と
あ
り
、
曾
考
府
大
臣
中
に
は
、
部
費
を
受
理
す
る
よ
う
な
者
は
い

な
い
こ
と
を
保
霊
し
、
一
二
省
の
大
臣
中
に
は
な
お
部
費
を
う
け
る

者
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
こ
れ
が
禁
止
を
巌
命
し
て
い
る
。
と

れ
よ
り
さ
き
、
世
宗
貫
録
巻
四
、
嘉
正
元
年
二
月
乙
亥
の
傑
に
、

議
終
理
事
務
王
大
臣
等
。

向
来
地
方
官
奏
錆
銭
糧
。

不
給
部

費
。
則
屡
・
次
駁
因
。
怒
行
動
索
。
股
欲
革
除
此
勢
。
特
設
曾
考

府
街
門
。
前
降
論
旨
甚
明
。
近
見
各
慮
奏
錦
之
事
。
誼
不
透
曾

考
府
。
各
部
有
檀
行
駁
回
者
。
則
勤
索
之
弊
。
尚
未
草
除
。
嗣

後
有
態
駁
之
事
。
定
須
迭
曾
考
府
査
看
。
如
果
態
改
駁

c

曾
考

府
王
大
臣
官
員
列
名
駁
因
。

と
あ
り
、
薙
正
帝
は
総
理
事
務
王
大
臣
等
に
、
奏
錆
は
す
べ
て
曾
考
府

に
て
行
う
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
地
方
官
が
銭
糧
を
奏
錯
す
る

に
、
部
費
を
納
め
な
け
れ
ば
、
書
類
を
つ
き
か
え
し
、
怒
ま
ま
に
賄

賂
を
強
要
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
弊
害
を
革
除
す
る
た
め
に
、

合
同
考
府
を
特
設
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
地
方
官
は
奏
錯
を
行
う
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に
、
曾
考
府
に
遺
付
せ
ず
、
依
然
と
し
て
部
に
遺
付
し
て
い
る
。
各

部
は
ほ
し
い
ま
ま
に
駁
回
を
行
な
い
、
こ
れ
が
た
め
に
賄
賂
強
要
の

弊
害
が
革
ま
ら
な
い
。
今
後
、
駁
回
す
べ
き
も
の
は
必
ら
ず
曾
考
府

に
迭
っ
て
査
着
さ
せ
、
も
し
改
駁
を
命
ず
べ
き
も
の
が
あ
ら
ば
、
曾

考
府
の
大
臣
が
連
名
し
た
上
で
駁
回
を
行
え

と
命
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
曾
考
府
を
設
け
て
か
ら
後
も
、
薙
正
帝
の
再
三
の

禁
止
に
も
拘
わ
ら
ず
、
各
部
で
は
な
お
檀
ま
ま
に
駁
回
を
行
な
い
、

賄
賂
を
強
要
す
る
こ
と
が
や
ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
は
や
は
り
理
由

が
あ
っ
た
。
地
方
州
牒
の
役
所
で
は
民
人
か
ら
正
項
鎮
糧
以
外
に
二

三
割
の
耗
羨
を
徴
収
し
、
役
所
の
事
務
費
や
官
吏
や
膏
吏
の
私
用
に



ら
供
し
て
い
た
。
こ
れ
が
弊
害
を
か
も
し
た
の
で
、
耗
羨
を
一
謄
布

政
司
に
提
解
し
、
役
所
の
公
費
並
び
に
官
吏
の
養
廉
銀
と
し
て
支
給

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
央
官
躍
は
直
接
人
民
に
接
し

な
い
の
で
、
人
民
か
ら
雑
費
や
賄
賂
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
勢

こ
れ
が
部
費
で
あ

る
。
部
費
は
ま
た
部
員
陪
規
・
部
規
・
飯
銀
・
飯
銭
・
飯
食
銀
・
部

排
飯
食
・
部
科
飯
費
銀
・
部
書
飯
食
銀
・
部
科
卒
飯
・
奏
鋪
卒
頭
銀

い
下
級
の
官
廉
か
ら
要
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

な
ど
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
養
廉
銀
の
寅
施
に
際
し
て
も
、
務
正
帝

は
始
め
は
極
め
て
消
極
的
で
あ
っ
た
が
、
国
文
鏡
ら
信
頼
す
る
地
方

官
の
上
奏
に
あ
い
、
し
ぶ
し
ぶ
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
よ
う
に
、

部
費
の
徴
収
に
封
し
て
も
、
務
正
帝
は
最
初
は
反
封
で
あ
っ
た
。
し

か
し
地
方
の
役
所
に
お
け
る
公
費
や
養
廉
銀
を
認
め
る
以
上
、
中
央

の
官
膳
に
お
い
て
も
、
部
費
の
徴
収
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ら

し
い
。
務
正
三
年
に
曾
考
府
を
鹿
止
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
こ
う
い

う
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
白
星
朝
文
献
遁
考
単
位
四

一
園
用
考
に
は
次
の
よ
う
な
上
識
が
見
え
る
。

向
来
各
部
院
で
動
用
す
る
銭
糧
は
、
各
街
門
が
自
ら
奏
錆
を
行
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っ
て
来
た
が
、
往
往
に
し
て
稽
察
を
加
え
な
い
。
そ
こ
で
曾
考

府
を
設
立
し
て
核
察
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
務
正
元
年
か
ら
今

ま
で
三
載
に
近
い
が
、
各
部
院
の
奏
鋪
鏡
糧
事
件
を
虞
理
し
た

も
の
は
五
百
五
十
件
に
も
上
り
、
そ
の
う
ち
駁
回
し
て
躍
に
改

正
す
べ
き
も
の
は
、
九
十
六
件
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う

で
あ
れ
ば
、
部
院
の
書
類
に
誤
謬
が
あ
り
、
曾
考
府
が
察
核
に

盆
あ
る
こ
と
は
自
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
役
所
を
設
立

し
て
長
く
な
る
と
、
だ
ん
だ
ん
と
弊
害
を
増
し
て
く
る
。
そ
こ

で
曾
考
府
を
鹿
止
す
る
が
、
汝
等
、
部
堂
司
官
は
公
卒
に
誠
を

重
し
て
職
責
を
果
せ
よ
。

つ
ま
り
、
曾
考
府
設
立
の
青
虫
寵
は
充
分
に
あ
る
が
嘗
時
の
朕
態
で

は
、
役
所
を
設
け
て
長
く
な
る
と
、
ま
た
曾
考
府
の
官
吏
が
色
々
の

名
目
で
事
務
費
や
賄
賂
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
監
督
の
役
所
が
ま
た

部
院
の
よ
う
に
監
督
の
役
目
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
、
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却
っ
て
弊
害
を
助
長
す
る
結
果
と
な
る
。
ま
た
世
宗
貰
鎌
倉
三
六

薙
正
三
年
九
月
庚
戊
の
慨
に
は

裁
合
同
考
府
街
門
。
其
従
前
任
事
之
大
臣
。
吏
部
尚
書
奥
興
隆
科

多
。
尚
書
朱
輯
。
原
任
大
事
土
白
讃
。
正
賞
旗
漢
軍
都
統
虚
詞

等
。
各
議
鍍
有
差
。

と
あ
り
、
務
正
三
年
九
月
、
合
同
考
府
を
廃
止
し
た
際
、
従
来
の
任
事

の
各
大
臣
が
そ
れ
ぞ
れ
議
叙
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
曾
考
府
が
か
な
り
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の
成
績
を
あ
げ
、
そ
の
設
立
の
目
的
が
あ
る
程
度
達
成
さ
れ
た
こ
と

は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら

が
、
し
か
し
、

命
閏
考
府
は
鹿
止
さ
れ
た
の
で
あ
る

そ
の
背
後
に
は
恰
親
王
の
戸
部
管
理
に
よ
り
、
財
政

事
務
が
固
滑
に
鹿
理
さ
れ
、
曾
考
府
が
な
く
て
も
、
奏
錯
事
務
が
か

な
り
う
ま
く
行
わ
れ
う
る
見
透
し
が
つ
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。世

宗
貰
鎌
倉
一

O
、
一
雄
正
元
年
八
月
己
酉
の
傑
に
は

従
来
、
戸
部
の
堂
官
は
部
中
の
事
件
が
累
積
し
、
怠
玩
し
て
魔

理
し
な
か
っ
た
の
で
、
恰
親
王
に
命
じ
て
、
戸
部
の
事
務
を
魔

理
さ
せ
た
と
ζ

ろ
、
期
限
四
十
日
を
延
ば
し
た
だ
け
で

の
積
弊
が
全
部
劇
除
さ
れ
た
。
嵐
員
を
奨
励
し
て
数
千
の
案
件

を
て
き
ぱ
き
と
整
理
し
た
こ
と
は
甚
だ
嘉
す
べ
き
だ
。

と
薙
正
帝
は
恰
親
王
を
稽
讃
し
て
い
る
。
羅
正
帝
の
恰
親
王
に
封
す

る
信
頼
は
大
し
た
も
の
で
、
恰
親
王
の
死
後
も
、

し
ば
し
ば
恰
親
王

を
ひ
き
あ
い
に
出
し
て
賞
め
て
い
る
。
事
貫
恰
親
王
は
戸
部
の
事
務

を
管
理
し
て
成
績
を
大
い
に
あ
げ
た
。
世
宗
貫
鎌
倉
九
入
、
務
正
入

年
九
月
丁
丑
の
傑
に
、
大
撃
土
に
興
え
た
上
識
が
あ
る
が
、

そ
の
う

ふ
り
に

恰
親
王
が
戸
部
の
事
務
を
総
理
し
て
以
来
、
，
筋
空
は
減
少
し
、

財
政
は
充
裕
に
な
っ
た
。

と
い

っ
て
い
る
。
曾
考
府
を
鹿
止
し
た
背
景
に
は
、
恰
親
王
の
戸
部

管
理
に
よ
り
、
財
政
が
甚
だ
好
捕
押
し
た
事
貫
も
併
せ
考
え
る
必
要
が

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
曾
計
検
査
は
、

各
部
に
よ

司
て
巌
格
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
わ
け
で
あ

こ
の
奏
舗
を
遁
し

てる
。
な
お
薙
正
帝
が
各
部
に
奏
鋪
を
さ
せ
た
裏
面
に
は
次
の
よ
う
な

事
情
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
世
宗
貫
録
容
二
ニ
て
務
正
十
一
年

五
月
辛
己
、
内
閣
に
下
し
た
上
識
に
、

-36-

切

部
院
街
門
が
銭
糧
事
件
を
鮪
算
す
る
に
、
み
な
書
排
の
手
に
よ

っ
て
い
る
。
意
京

・
筆
帖
式
内
に
は
、
算
法
に
通
暁
す
る
者
が

少
な
い
。
そ
こ
で
姦
吏
が
弊
害
を
作
し
で
も
、

ま
た
清
査
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
算
法
は
す
な
わ
ち
六
事
の
一
で
あ
る
。
各

部
院
の
筆
帖
式
の
う
ち
、
排
事
の
暇
に
、
撃
習
し
よ
う
と
希
望

す
る
者
に
は
、
準
習
さ
せ
、
三
年
の
後
、
股
が
考
試
す
る
を
ま

た
し
め
よ
。

ま
た
官
事
生
・
候
補
筆
帖
式
も
み
な
聞
学
習
さ
せ
、

考
試
を
希
望
す
る
者
に
は
、
ま
た
そ
の
考
試
を
准
る
せ
よ
。
成

績
優
等
な
る
者
に
は
、
朕
が
恩
を
施
し
て
別
に
登
用
せ
よ
。

と
見
え
る
。
す
な
わ
ち
部
院
の
銭
糧
の
奏
錆
は
み
な
膏
吏
が
行
う
。



章
京
・
筆
帖
式
は
算
法
に
遇
ず
る
者
が
少
い
か
ら
、
た
と
い
膏
吏
が

こ
れ
を
清
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ

悪
事
を
働
い
て
も
、

で
、
務
正
帝
は
部
院
の
章
京
・
筆
帖
式
に
算
法
を
事
習
さ
せ
、
特
別

任
用
を
し
よ
う
‘
と
し
た
の
で
あ
る
。
章
京
・
筆
帖
式
に
姦
吏
の
悪
事

を
監
督
さ
せ
よ
う
と
し
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
奏
錆
事

務
を
章
京
・
筆
帖
式
に
慮
理
さ
せ
よ
う
と
い
う
計
査
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
後
二
年
に
し
て
嘉
正
帝
は
残
し
た
の
で
、
こ
の
こ

と
は
貰
現
し
な
か
っ
た
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
、
王
安
石
の
吏
土

合
一
策
に
も
比
す
べ
き
企
重
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
政
治
を
正
途

に
か
え
そ
う
と
考
え
て
い
た
事
正
帝
に
は
、
膏
吏
が
政
治
の
大
き
な

癌
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
し
部
院
の
奏
鮪
が

章
京
・
筆
帖
式
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
清
朝
の
政
治

は
大
分
様
相
が
獲
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
清
代
の
奏
鮪
の

制
度
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

四

奏

錆

制

度
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戸

部

と

奏

錨

各
省
に
お
い
て
徴
枚
す
る
租
税
は
、
州
鯨
官
が
一
定
の
種
類
と
額

数
と
に
照
し
て
徴
牧
し
、
こ
れ
を
布
政
司
に
迭
る
。
督
撫
は
一
省
の

1 

租
視
が
集
ま
る
と
、
こ
れ
を
戸
部
に
報
告
す
る
。
各
省
の
経
費
も
そ

れ
ぞ
れ
一
定
の
種
類
と
額
数
と
が
一
定
し
、
み
だ
り
に
こ
れ
を
超
過

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
し
必
要
が
あ
っ
て
別
に
銭
敷
を
支
出

し
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
奏
請
し
て
裁
可
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
の
時
、
戸
部
は
裁
可
に
先
だ
ち
、
旨
を
奉
じ
て
議
覆
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
皇
朝
文
献
通
考
容
四
一
曾
計
の
傑
に
は
、

〔
康
照
〕
十
七
年
。
戸
部
運
旨
曾
議
。
各
省
動
用
銭
糧
。
司
遁

等
官
。
須
先
申
詳
督
撫
。
噛
旅
行
題
明
。
如
不
申
詳
題
明
。
寛
入

奏
冊
請
錆
者
。
不
准
錯
。
司
道
等
官
。
革
職
迫
賠
ゐ
督
撫
降
四

級
調
用
。
如
申
詳
而
督
撫
不
題
明
。
撞
令
動
用
者
。
司
遭
等
官

-~ー

克
議
。
督
撫
照
司
道
例
魔
分
。

と
あ
り
、
前
述
に
違
反
し
た
督
撫
・
司
遭
官
の
慮
分
を
規
定
し
て
い

る
各
省
で
は
そ
の
徴
枚
し
た
銀
穀
を
も
っ
て
そ
の
経
費
を
支
出
し
、

徐
り
を
戸
部
に
解
迭
す
る
@
一
省
に
留
め
て
支
出
す
る
経
費
を
留
支

と
い
い
、
戸
部
に
解
迭
す
る
も
の
を
京
飼
と
い
う
。
ま
た
直
韓
・
一
滴

建
省
の
ご
と
く
、
牧
入
の
少
い
省
分
に
あ
っ
て
は
、
蜘
帰
省
の
徐
剰
を

解
迭
し
て
そ
の
省
分
の
財
政
を
助
け
る
e

こ
れ
を
協
前
と
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
財
政
上
の
運
営
を
や
る
た
め
に
、
替
撫
は
毎
年
春
秋
二
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回
に
、
布
政
司
庫
現
存
の
銀
数
を
戸
部
に
報
告
し
て
そ
の
捜
用
に
費

し
た
。
世
宗
貫
録
容
四
九
、
嘉
正
四
年
十
月
丙
子
の
僚
に
は
、
次
の

よ
う
に
見
え
て
い
る
。

議
各
直
省
督
撫
。
春
秋
二
季

Q

報
戸
部
冊
。
務
終
藩
庫
貫
存
銀

雨
。
悉
行
間
報
。
臆
存
慮
解
。
静
候
部
接
。
償
有
行
賄
私
燭
部

中
交
役
者
。
輿
受
倶
按
律
治
罪
。

次
に
督
撫
は
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
翌
年
に
至
り
、
前
年
出
納

の
決
算
書
を
戸
部
に
迭
り
、
ま
た
そ
の
上
奏
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

歴
年
の
滞
納
・
租
税
徴
枚
の
欣
況
を
報
告
す

そ
の
際
、

る
c

こ
の
決
算
報
告
を
奏
錯
と
い
い
、
決
算
報
告
書
を
奏
錯
冊
(
籍
)

と
稿
し
た
の
で
あ
る
。
奏
錯
冊
が
戸
部
に
迭
ら
れ
る
と
、
十
四
清
吏

司
が
そ
の
款
目
を
按
じ
て
逐
一
こ
れ
を
精
査
し
、
尚
書
が
そ
の
結
果

を
天
子
に
具
奏
し
た
。
租
税
徴
牧
の
成
績
に
よ

っ
て
、
開
係
州
蘇
官

の
賞
罰
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に、

戸
部
は
奏
鈎
制
度
に
よ

っ
て
、
地
方
財
政
を
監
督
す
る
職
権
が
あ

っ

た
の
で
あ
る

し
か
し
、
牧
支
の
質
際
は
、
時
に
よ

っ
て
伸
縮
し

一
定
不
礎
の
額
数
を
き
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
天

子
の
濁
裁
植
が
弱
ま
る
と
、
地
方
官
吏
は
い
ろ
い
ろ
の
名
目
を
担
遣

し
て
園
家
の
銭
穀
を
侵
蝕
し
た
の
で
、
質
際
に
は
奏
鈎
制
度
も
形
式

的
に
帳
簿
面
の
辻
棲
を
合
わ
せ
る
だ
け
の
も
の
と
な
り
、
具
文
に
堕

し
て
し
ま

っ
た
が

ハ
清
園
行
政
法
第
一
審
上
二
一
九
頁
)

そ
の
時
、

清
朝
も
衰
亡
し
た
の
で
あ
る
。

2 

奏

款

目

錯

鏡
穀
の
出
納
あ
る
官
躍
は
す
べ
て
奏
錦
を
必
要
と
す
る
が
、

な
る
款
自
に
つ
い
て
、
奏
舗
を
し
た
か
と
い
う
に
、
光
緒
大
清
曾
典

し、

台、

事
例
倉
一
七
七
奏
錦
、
康
照
七
年
の
題
准
に
よ
れ
ば
、
地
丁
銭
糧
の

外
、
堕
課
、
茶
税
、
閥
税
、
産
課
、
漕
糧
、
自
糧
、
各
倉
の
米
穀
、

土
司
進
貢
物
料
、
折
色
本
色
物
料
、
雑
税
、
首
税
、
税
契
、
牙
税
、
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牛
騒
税
、
蹴
罰
、
折
頼
、
文
武
官
師
生
空
歓
、
担
罰
俸
銀
、
随
時
追

取
せ
る
拳
租
、
支
給
鈴
般
の
解
部
せ
る
も
の
等
に
つ
い
て
、
奏
錯
が

行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
正
項
の
ほ
か
、
耗
羨
に
つ
い
て
も
奏
錯

が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
同
書
、
乾
隆
四
十
九
年
の
傑
の
覆
准
に
見
え

て
い
る
。
ま
た
同
書
、
戚
豊
八
年
の
議
准
に
は
、

各
直
省
各
管
動
用
公
費
。
毎
年
牧
支
存
験
各
数
。
限
次
年
六
月

題
錯
。

と
あ
り
、
直
省
各
省
の
公
用
に
つ
い
て
も
、
次
年
六
月
に
題
鈎
が
行

わ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
公
用
の
奏
錨
に
つ
い
て
は
、
世
宗
貫
録
単
位

一
五
七
、
薙
正
十
三
年
六
月
乙
亥
の
傑
、
戸
部
に
輿
え
た
上
識
の



節

嗣
後

ν

按
年
分
断
造
冊

J

随
同
奏
錯
銭
糧
各
冊
。
杏
遺
戸
部
核

錯
。
如
此
則
各
省
存
公
銀
雨
。
可
以
漸
次
清
理
。

と
あ
り
、
薙
正
時
代
に
始
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
寝
正
株
批
論
旨

三
二
、
河
東
綿
督
回
文
鏡
、
薙
正
七
年
六
月
十
五
日
の
傑
に
は
、

司
庫
公
項
銀
雨
。
即
興
園
務
無
殊
。
在
我
皇
上
。
覆
載
矯
量
。

論
令
不
必
奏
錯
。

と
見
え
、
司
庫
の
公
項
、
す
な
わ
ち
公
用
は
、

わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

は
じ
め
は
奏
錯
を
行

3 

奏
錨
閣
の
作
成

奏
舗
の
事
務
を
貫
際
に
と
る
の
は
布
政
司
で
あ
る
が
、
そ
の
責
任

者
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
地
方
の
線
督
巡
撫
で
あ
る
。
光
緒
大
清
曾

曲
州
事
例
倉
一
七
七
奏
錯
、
康
照
七
年
の
保
に
、

題
准
。
直
省
銭
糧
。
毎
歳
終
。
巡
撫
遺
奏
錯
由
一
本
。
開
列
己

完
未
完
敷
目
迭
部
。

と
あ
り
、
巡
撫
が
奏
錯
冊
一
本
を
造
り
、
銭
糧
の
既
納
未
納
の
数
日

を
か
い
て
戸
部
に
遺
る
と
あ
り
、
巡
撫
が
奏
錨
間
作
成
の
責
任
者
で
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ま
た
薙
正
株
批
論
旨
九
、
嘉
正
三
年
五
月
二
十
五
日
、

東
巡
撫
陳
世
信
の
上
奏
中
に
、

あ
っ
た
。

目
下
遺
報
薙
正
二
年
弁
康
照
六
十
・
六
十
一
・
薙
正
元
年
銭
糧

奏
舗
面
籍
。
及
秋
審
各
案
件
。
倶
奉
文
於
六
月
内
具
題
。
期
限

甚
迫
。
暫
在
署
料
理
。

と
あ
り
、
奏
錯
冊
籍
を
遺
報
す
る
期
限
が
切
迫
し
て
い
る
か
ら
、
役

所
に
あ
っ
て
料
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
山
東
巡
撫
陳
世
信

は
い
っ
て
い
る
の
は
、
ま
た
こ
の
事
賞
、
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
戸
部
に
遺
る
奏
錆
間
籍
は
貰
際
に
布
政
司
で
作
成
さ

れ
る
が

そ
の
細
敢
に
つ
い
て
は
、
府
州
鯨
で
遺
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
光
緒
大
清
合
同
典
事
例
単
位
一
七
七
、
奏
錦
、
康
照
十
一
年
の
傑
に
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t主

題
准
。
奏
鋪
冊
。
直
省
布
政
使
司
組
数
。
府
州
鯨
細
敷
。

と
見
え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。
府
州
牒
の
遺
作
の
事
情

に
つ
い
て
は
、
同
書
、
嘉
正
十
二
年
の
傑
に
、
次
の
よ
う
に
見
え
て

い
る
。

各
省
が
奏
錯
冊
籍
を
構
造
す
る
と
き
、
例
限
の
前
に
お
い
て

山

各
層
を
し
て
ま
ず
草
加
一
本
を
造
り
、
布
政
使
司
に
申
報
し
て

裏
謝
の
結
果
、
説
り
が
な
け
れ
ば
、
各
層
に
護
回
し
て
照
遣
さ

せ
る
。
も
し
款
項
が
舛
錯
し
た
り
、

数
日
が
符
合
し
な
け
れ

ば
、
た
だ
ち
に
草
冊
内
に
つ
い
て
分
析
指
出
し
、
程
途
の
遠
近
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を
計
り
、
期
限
を
き
り
、
査
回
し
て
別
に
繕
修
補
迭
さ
せ
る
。

も
し
案
情
が
繁
雑
で
菓
算
が
清
か
ら
ず
、

お
よ
び
怠
玩
し
て
屡

々
催
促
し
て
も
感
じ
な
い
者
が
あ
る
時
に
は
、

た
だ
ち
に
造
冊

の
経
承
を
召
喚
し
て
た
ず
ね
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か

し
、
濫
り
に
召
喚
し
て
は
な
ら
な
い
。
書
吏
が
奔
走
守
候
す
る

累
を
菟
れ
し
め
、
布
政
司
の
書
吏
が
抑
勅
需
索
す
る
を
杜
す
た

め
で
あ
る
。
も
し
布
政
司
の
膏
吏
が
各
層
の
造
迭
せ
る
草
冊
を

も
っ
て
誤
魔
化
し
て
護
改
を
行
な
い
、
故
意
に
苛
駁
す
る
者
は

査
出
し
て
究
治
す
る
。
ま
た
布
政
使
司
が
文
書
の
誤
謬
を
か
ば

っ
て
醸
し
て
や
り
、
故
ら
に
放
っ
て
お
く
も
の
、

お
よ
び
多
人

数
を
召
喚
し
て
省
城
に
て
袈
迭
す
る
者
は
、
督
撫
が
た
だ
ち
に

題
暑
を
行
な
う
。

す
な
わ
ち
、
布
政
使
司
が
奏
錆
冊
を
造
る
と
き
に
は
、
府
州
牒
に
ま

ず
草
冊
を
造

っ
て
迭
ら
せ
た
が
、
と
の
と
き
布
政
使
司
の
膏
吏
が
、

草
聞
の
触
貼
を
摘
費
し
て
は

府
州
燃
の
膏
吏
か
ら
賄
賂
を
要
求

し
、
ま
た
布
政
使
も
府
州
廓
官
の
賄
賂
が
あ
る
と
、
草
冊
に
誤
謬
が

あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
か
ば
っ
て
見
逃
し
て
や
っ
た
ら
し
い

な
お
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
前
掲
の
引
用
文
に
も
見
え

た
よ
う
に
、
州
牒
の
草
聞
に
不
備
な
貼
が
あ
る
と
、
布
政
使
は
州
鯨

の
経
承
を
招
致
し
て
た
ず
ね
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
印
官
を
招
致
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
書
、
順
治
十
二
年
の

f保

覆
准
。
州
牒
鋪
算
銭
糧
。
冊
案
不
清
。
布
政
使
司
提
究
経
承
。

不
得
纏
提
印
官
。
離
任
瞭
職
。

と
あ
り
、
州
鯨
の
印
官
が
任
を
離
れ
る
と
、
州
鯨
の
吏
治
に
空
白
を

、
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

奏
鏑
冊
を
作
成
す
る
に
は
、
相
嘗
な
人
数
の
膏
吏
と
日
数
と
を
要

し
た
よ
う
で
あ
る
。
安
徽
巡
撫
街
門
で
は
、
兵
馬
鐘
糧
奏
冊
を
作
成

す
る
と
き
、
布
政
司
の
書
排
清
書
十
三
名
を
巡
撫
街
門
に
招
致
し
、

門
を
鎖
し
て
外
部
と
の
交
渉
を
た
ち
、
三
十
六
日
か
か

っ
て
完
成
し
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て
い
る
か
ら
(
論
旨
三
七
、
薙
正
七
年
六
月
三
十
日
安
徽
巡
撫
貌
廷

珍
)
、
布
政
司
全
韓
の
奏
錆
冊
の
作
成
は
、
相
嘗
大
掛
り
な
も
の
で

あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
光
緒
大
清
曾
奥
事
例
倉
一
七
七
、
奏

こ
れ
ま
で
奏
錆
冊
の
数
字

錆

乾
隆
三
十
一
年
の
陳
に
よ
れ
ば
、

は
、
置
の
軍
位
ま
で
記
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
相
官
繁
雑

な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る

奏
鏑
冊
作
成
の
費
用
は
人
民
に
割
り
つ
け
て
徴
牧
し
た
。
世
宗
貫

録
倉
一
二
ニ
、
薙
正
九
年
十
二
月
甲
辰
、
奉
天
府
府
予
楊
超
曾
の
上



奏

奉
天
各
属
。
従
前
一
切
公
務
。
皆
取
給
皇
下
。
線
計
一
歳
之
科

振
。
多
於
正
額
之
鐘
糧
。
如
遇
奏
錯
地
丁
騨
泊
。
大
造
編
審
人

了
。
大
計
考
察
官
吏
等
項
。
自
臣
衛
門
家
人
書
吏
。
以
至
治
中

知
府
州
蘇
各
慮
。
均
有
阻
規
銀
雨
。
名
矯
造
冊
之
費
。

奉
天
府
で
は
、
奏
鮪
・
編
審
・
大
計
な
ど
公
務
の
際
に

は
、
人
民
に
副
り
つ
け
る
額
は
正
額
銭
糧
よ
り
も
多
か

っ
た
と
い

邑
ノ
。

と
あ
り
、

奏
鋪
冊
作
成
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
光
緒
大
清
曾
典
事
例
巻
一
七

七
奏
錦
、
康
照
十
一
年
の
傑
に
、

題
准
。
奏
錯
冊
。
直
省
布
政
使
司
線
数
。
府
州
鯨
細
数
。
皆
載

奮
管
・
新
政
・
開
除
・
貫
在
四
柱
。
以
想
稽
襲
。

と
あ
り
、
布
政
使
司
の
線
数
、
府
州
牒
の
細
数
、
と
も
に
奮
管
・
新

牧
・
開
除
・
貫
在
の
四
柱
を
か
き
、
稽
震
に
便
し
た
の
で
あ
る
。
ま

た
同
書
、
康
照
七
年
の
題
准
の
一
節
に
、
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其
徐
一
躍
地
丁
鎮
糧
。
歳
終
奏
鋪
時
。
該
督
撫
将
遁
省
銭
糧
若

干
。
起
運
若
干
。
存
留
若
干
。
擾
過
兵
制
若
干
。
排
買
顔
料
。

徐
旗
若
干
。
詳
明
造
問
具
報
。
不
必
開
列
款
項
。
以
使
稽
査
。

と
あ
り
、
奏
鮪
冊
に
は
、
督
撫
が
全
省
の
銭
撞
・
起
運
・
存
留
・
擾

過
兵
飼
・
排
買
顔
料
・
鈴
般
若
干
と
い
う
風
に
、
大
き
な
款
項
別
に

数
目
を
書
き
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

つ
ぎ
に
、
す
で
に
掲
げ
た
康
照
七
年
の
題
准
に
、

直
省
鎮
糧
。
毎
歳
彩
。
巡
撫
造
奏
鋪
冊
一
本
。
開
列
己
完
未
完

数
日
迭
部
。

と
あ
り
、
奏
鮪
冊
に
は
銭
糧
の
己
完
と
と
も
に
、
未
完
の
数
日
を
開

列
し
て
部
に
遺
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
未
完
の
銭
糧
と
い
う

中
に
は
、
貰
際
に
人
民
が
未
だ
納
め
な
い
も
の
、
納
め
て
も
官
吏
や

膏
吏
が
着
服
し
て
、
人
民
の
未
納
と
し
て
い
る
も
の
な
ど
、
色
々
あ

っ
て
、
と
か
く
報
告
が
遅
延
し
、
あ
る
い
は
舛
錯
遺
漏
の
弊
害
を
菟

れ
が
た
い
。
そ
こ
で
、
康
照
二
十
八
年
に
は
、

議
准
。
毎
年
来
清
鐘
糧
。
後
雄
俊
各
項
錦
結
。
但
不
宵
官
不
買

心
奉
行
。
往
往
別
生
支
節
。
故
意
耽
延
。
毎
年
冬
抄
。
特
現
在

未
完
各
項
事
件
。
分
析
遺
具
簡
明
清
冊
迭
部
。
以
便
稽
査
。

-41ー

(
同
書
〉

と
あ
り
、
巡
撫
・
布
政
使
を
し
て
、
毎
年
の
移
り
に
、
現
在
未
完
の

各
項
事
件
を
分
析
し
て
簡
明
清
冊
を
作
成
し
て
戸
部
に
遺
ら
し
め
、

稽
査
に
便
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
と
の
清
冊
の
作
成
に
際
し
で

も
、
布
政
使
司
の
官
吏
や
膏
吏
は
、
直
裁
の
府
州
鯨
官
に
謝
し
て
需
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索
を
行
な
っ
た
ら
し
く
、
前
掲
の
記
事
に
つ
ず
い
て

此
項
冊
籍
。
皆
布
政
使
司
経
管
。
令
布
政
使
司
造
還
。
如
有
佳

借
造
船
名
色
。
致
累
各
属
者
。
督
撫
題
参
議
慮
。

と
見
え
、
も
し
そ
の
事
買
が
あ
れ
ば
、
督
撫
を
し
て
題
参
議
慮
を
行

わ
し
め
て
い
る
。
布
政
使
が
属
下
の
鐘
糧
の
未
納
に
封
し
て
、
そ
の

買
態
の
報
告
を
督
促
す
る
際
に
、
需
索
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
、
賄
賂

が
あ
れ
ば
、
そ
の
未
納
の
鋪
糧
を
然
る
べ
く
虎
置
し
て
報
告
し
た
の

で
あ
る
。

布
政
使
が
鐘
糧
の
未
納
に
謝
し
て
、
そ
の
貫
態
報
告
を
属
下
に
督

促
す
る
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
同
書
、
乾
隆
三
十
七
年
の
奏
准
に
、

嗣
後
各
省
地
丁
奏
錯
。
全
案
清
楚
。
該
督
撫
造
冊
杏
部
。
於
年

底
分
省
葉
線
。
具
奏
完
結
。

早
世
庸
逐
案
具
題
。

と
あ
り
、
各
省
の
地
丁
銭
糧
の
奏
鋪
は
、
全
案
が
み
な
出
揃
っ
て
始

一
案
で
も
揃
わ
ぬ
と
奏
舗
が
行
わ
れ
ず
、
ま

た
一
案
ご
と
に
別
々
に
具
題
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
結
局
、
奏

め
て
行
わ
れ
る
の
で
、

舗
が
遅
延
し
、

督
撫
や
布
政
使
が
鹿
分
を
克
れ
な
い
か
ら
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
で
、
布
政
使
司
で
奏
錨
冊
が
で
き
る
と
、
同
書
、

乾
隆

十
三
年
の
傑
に
、

議
准
。
各
省
銭
糧
奏
錯
。
令
藩
司
裏
造
線
冊
。
申
呈
該
督
撫
。

細
加
考
票
。
於
司
線
冊
上
。
鈴
蓋
印
信
。
整
明
並
無
遺
漏
濫
支

字
様
。
繕
本
具
題
。
其
督
撫
線
冊
。
停
其
造
報
。

と
あ
る
よ
う
に
、
線
冊
を
該
督
撫
に
申
呈
し
、
督
撫
は
細
か
に
考
震

を
加
え
、
線
冊
上
に
印
信
を
捺
し
、
遺
漏
濫
支
は
な
い
と
い
う
文
字

を
し
た
た
め
、
題
本
を
繕
修
し
て
具
題
す
る
。
従
来
督
撫
は
ま
た
別

に
線
冊
を
作
成
し
て
い
た
が
、
乾
隆
二
十
三
年
に
至
っ
て
、
督
擁
線

冊
の
作
成
を
鹿
止
し
、
布
政
司
線
冊
を
も
っ
て
か
え
る
こ
と
に
し
た

の
で
あ
る
。
な
お
同
書
に
は

- 42一

議
准
。

布
政
使
於
奏
鋪
冊
内
。

詳
細
開

持
各
層
批
解
月
目
。

載
。
以
使
稽
襲
。

と
あ
り
、
布
政
使
は
奏
鋪
冊
内
に
、
各
属
か
ら
批
解
し
た
月
日
を
詳

細
に
-
記
載
し
お
き
、
将
来
稽
震
の
際
の
便
に
供
せ
ん
と
し
た
の
で
あ

る。

4 

奏

舗

の

時

期

奏
舗
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
引
用
し
た
が
、
光
緒
大
清
曾

典
事
例
巻
一
七
七
奏
錦
、
康
照
七
年
の
題
准
に
、

直
省
銭
糧
。
毎
晶
臓
移
。
巡
撫
遺
奏
鮪
冊
一
本
。
開
列
己
完
未
完

敷
目
迭
部
。



と
あ
り
、
各
省
は
毎
年
の
移
り
に
奏
錆
冊
を
造
り
、
戸
部
に
迭
付
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
白
星
朝
文
献
遁
考
轡
四
一
曾
計
の
傑
に
は
、

崇
徳
三
年
。
都
察
院
承
政
租
可
法
等
言
。
戸
部
掌
司
銭
穀
。
職

任
匠
軽
。
蕗
立
奮
管
・
新
牧
・
開
除
・
貫
在
文
簿
。
年
格
令
公

明
官
稽
察
。
従
之
。

入
関
以
前
、
年
末
に
曾
計
の
検
査
を

す
る
習
わ
し
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
清
朝
が
入
閣
し
、
慶
大

と
あ
り
、
清
朝
で
は
す
で
に
、

な
中
園
を
支
配
し
、
財
政
の
事
務
が
強
大
に
町
も
複
雑
に
な
る
と

そ
の
年
の
牧
支
を
年
末
に
す
ぐ
決
算
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
来

た
ら
し
い
。
ど
う
し
て
も
そ
の
間
若
干
の
月
日
を
要
す
る
。
ま
た
中

園
は
土
地
が
慶
大
で
、
都
北
京
か
ら
の
距
離
に
も
そ
れ
ぞ
れ
相
嘗
ひ

ら
き
が
あ
る
。
そ
こ
で
嘉
正
七
年
に
は
、
地
丁
銭
糧
奏
錆
定
例
が
き

め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
直
隷
・
山
東
・
山
西
・
河
南
・
陳
西

は
、
四
月
に
奏
錯
冊
が
戸
部
に
到
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
江
蘇

・
安
徽
・
江
西
・
漸
江
・
湖
買
は
五
月
、
一
隅
建
・
四
川
・
慶
東
・
慶

西
・
雲
南
・
貴
州
は
も
っ
と
も
遠
く
、
中
ハ
月
に
戸
部
に
到
達
す
る
。
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各
省
は
そ
れ
ぞ
れ
き
め
ら
れ
た
こ
の
期
限
内
に
奏
錆
を
行
わ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
(
光
緒
大
清
合
同
典
事
例
単
位
一
七
七
奏
鋪
〉

な
お
、
こ
の
奏
舗
の
定
限
に
つ
い
て
は
、
例
外
も
認
め
ら
れ
て
い

た
。
同
書
、
落
正
八
年
の
題
准
に
よ
れ
ば

山
西
省
の
大
同
・
朔
卒
二
府
は
遺
隅
に
僻
麗
し
、
気
候
が
お
く

れ
て
い
る
た
め
に
、
播
種
牧
成
が
お
く
れ
る
。
九
月
に
牧
穫
が

あ
っ
て
徴
税
を
始
め
る
の
で
、
も
し
一
例
に
四
月
に
奏
錯
す
れ

ば
、
徴
税
の
期
聞
は
僅
か
に
数
ヶ
月
し
か
な
く
、
官
吏
は
徒
ら

に
参
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
薙
正
八
年
よ
り
、
'
次

年
年
末
に
別
冊
も
て
奏
錯
せ
よ
。

と
あ
り
、
こ
の
二
府
で
は
、
翌
年
年
末
に
別
冊
を
も
っ
て
奏
錯
す
る

特
例
が
み
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
同
書
、
薬
正
十
一
年
の
題

准
に
は
、

-43-

江
南
安
徽
巡
撫
は
安
慶
に
駐
殺
し
、
藩
司
は
江
寧
に
駐
殺
し
て

い
る
。
各
省
の
撫
・
藩
が
開
城
す
る
も
の
と
は
同
じ
く
な
い
。

そ
の
奏
錆
は
す
で
に
各
省
の
例
に
照
し
、
藩
司
よ
り
葉
遣
迭
巌

し
て
い
る
。

嘉
正
十
二
年
か
ら
始
め

量
予
し
て
限
を
展
ば

し
、
あ
ら
ゆ
る
奏
錯
は
定
め
て
六
月
に
題
報
を
な
す
こ
と
に
せ

よ

と
あ
り
、
安
徽
省
で
は
巡
撫
は
安
慶
に
駐
殺
し
、
布
政
使
は
江
寧
に

お
り
、
各
省
巡
撫
・
布
政
使
が
同
域
に
駐
殺
し
て
い
る
場
合
と
は
事

情
が
異
な
る
。
布
政
使
が
奏
錯
冊
を
造
り
、
こ
れ
を
巡
撫
に
遺
っ
て
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検
閲
し
て
も
ら
う
に
は
、
安
慶
と
江
寧
と
は
揚
子
江
を
隔
て
て
離
れ

て
い
る
閥
係
上
、
往
復
に
時
間
が
か
か
る
。
そ
こ
で
安
徽
省
で
は
発

正
十
二
年
以
後
、
奏
錯
は
一
ヶ
月
展
限
を
許
さ
れ
、
六
月
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
同
書
、
乾
隆
二
十
七
年
の
題
准
に
は

江
寧
藩
司
は
江
蘇
巡
撫
と
は
同
城
に
い
な
い
。
嗣
後
奏
鈎
冊
籍

は
限
一
月
を
展
ば
し
て
題
報
せ
よ
。

と
あ
り
、
同
様
の
理
由
で
、
乾
隆
二
十
七
年
、
江
蘇
省
の
奏
鋪
も
一

ヶ
月
の
展
限
が
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
薙
正
七
年
の
地
丁
鐘
糧
奏
鋪
定
例
は
、
道
光
二
十
七

年
に
若
干
改
正
さ
れ
た
。
決
年
四
月
定
限
に
は
甘
粛
省
が
加
わ
り
、

五
月
定
限
に
は
奉
天
が
加
わ
り
、
江
南
の
蘇
州
藩
司
は
そ
の
ま
ま
五

月
で
あ
る
が

江
南
の
江
寧
藩
司
は
六
月
に
延
期
さ
れ
て
い
る

(
同
書
、
道
光
二
十
七
年
傑
)
省
分
の
増
加
と
、
交
通
の
便
不
便
を

考
慮
し
た
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
江
寧
藩
司
の
奏
錯
展
限
は
、
こ

れ
よ
り
さ
き
に
許
可
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

以
上
は
地
丁
銀
の
奏
鋪
限
期
で
あ
る
が
、

に
、
諸
種
の
税
銀
の
奏
錯
が
あ
る
。
同
書
、
乾
隆
四
十
九
年
の
傑
の

先
に
も
述
べ
た
よ
う

麗
准
に各

省
額
徴
の
耗
銀
は
、
江
蘇
省
の
漕
項
・
盟
課
・
河
湖
灘
租
各

案
の
奏
錦
限
期
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
均
し
く
正
銀
に
障
っ
て
分

案
造
報
す
る
を
除
き
、
そ
の
徐
の
各
款
耗
銀
は
、

葉
め
て
地
丁

耗
羨
と
と
も
に
、

併
せ
て
一
冊
と
な
し
、

首
め
に
額
徴
を
列

し

次
に
己
未
完
災
緩
各
数
を
列
し

地
丁
奏
舗
に
障
同
し

て
、
次
年
五
月
末
に
男
疏
題
報
す
る
。

そ
の
雑
税
耗
羨
は
男
に
一
冊
を
還
り
、
案
を
分
っ
て
部
に
報
ず

る。地
漕
な
ど
の
項
の
耗
羨
の
己
未
完
各
数
に
至
っ
て
は
、
均
し
く

正
項
の
例
に
照
し
、
次
年
四
月
末
に
載
数
造
報
す
る
。
雲
南
省

- 44ー

は
三
月
末
に
造
報
す
る

と
見
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
各
省
各
税
銀
の
耗
羨
の
奏
鋪
限
期
も
、

大
韓
翌
年
の
三
月
か
ら
五
月
ま
で
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
な

お
、
各
省
各
管
動
用
の
公
費
は
次
年
六
月
に
題
舗
が
行
わ
れ
た
こ
と

は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る

次
に
新
極
地
方
が
そ
の
領
土
に
入
り

そ
の
経
営
に
鐘
糧
を
使
用

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
経
費
は
、
多
く
内
地
か
ら
解
迭
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
奏
錆
に
つ
い
て
は
、
同
書
、
嘉
慶
三
年
の
覆
准
に
よ
れ

』ま

西
北
雨
路
新
彊
地
方
。
毎
年
動
用
銭
糧
。
欽
奉
識
旨
。
停
止
具



奏
。
杏
部
品
築
題
。
所
有
新
提
各
慮
大
臣
。
毎
年
奏
錆
。
均
於
次

年
四
月
。
造
具
線
散
清
冊
。
杏
都
曾
票
集
題
。

と
あ
り
、
西
北
雨
路
新
握
地
方
の
毎
年
支
出
し
た
銭
糧
の
奏
錯
は
、

衣
年
四
月
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

5 

奏
鋪
の
誤
謬
と
遅
延
に
謝
す
る
魔
分

奏
錯
は
国
家
の
財
政
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、

奏
鋪
冊
に
誤
謬
が
あ
っ
た
り
、
期
限
を
遅
延
す
る
と
、
財
政
事
務
に

大
き
な
支
障
を
来
す
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
こ
で
奏
鋪
冊
の
誤
謬
や

彊
延
に
謝
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
罰
則
が
き
め
ら
れ
て
い
た
e

光
緒
大
清

曾
典
事
例
巻
一
七
七
奏
錆
に
、
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順
治
三
年
定
。
官
員
造
報
各
項
文
冊
。
遺
漏
重
開
。

錯
。
或
多
聞
少
報
。
遺
漏
職
名
者
。
罰
俸
三
月
。

と
あ
り
、
園
初
早
々
に
お
い
て
、
奏
錯
冊
に
お
け
る
遺
漏
重
開
、
数

日
の
誤
謬
、
職
名
の
遺
漏
な
ど
に
謝
し
て
は
、
三
ヶ
月
の
罰
俸
に
慮

し
て
い
る
。
ま
た
同
書
、
康
照
七
年
の
議
准
に
よ
れ
ば
、

有
司
奏
錯
謹
延
舛
錯
。
以
致
遺
限
者
。
督
撫
題
報
時
。
持
有
司

参
慮
。
督
撫
菟
議
。
如
督
撫
行
催
不
力
。
或
属
員
申
報
。
不
印

具
題
者
。
並
持
督
撫
魔
分
。

と
見
え
、
川
蘇
官
の
奏
錯
が
遅
延
舛
錯
し
て
、
奏
錯
が
期
限
通
り
で

数
日
舛

き
な
い
時
に
は
、
督
撫
が
題
報
の
と
き
、
州
豚
官
を
参
劾
慮
分
す

る
。
督
撫
は
そ
の
際
議
鹿
を
克
、
ず
る
。
も
し
督
撫
が
督
促
せ
ず
、
あ

る
い
は
、
局
員
が
申
報
せ
る
に
、
た
だ
ち
に
具
題
し
な
い
場
合
に

は
、
そ
の
督
撫
が
慮
分
せ
ら
れ
た
。

ま
た
同
官
官
、
康
照
十
五
年
の
覆
准
に
は
、

凡
造
報
各
項
文
移
遅
延
者
。
照
欽
部
事
件
違
限
例
。
分
別
月
日

議
慮
。

と
あ
り
、
奏
舗
に
際
し
て
、
各
項
を
造
報
す
る
文
移
が
遅
延
し
た
と

き
に
は
、
欽
部
事
件
が
限
に
遭
っ
た
例
に
照
し
、
月
日
を
分
別
し
て

議
慮
せ
ら
れ
た
と
と
は
、
奏
錯
が
い
か
に
重
要
調
さ
れ
た
か
を
示
し

て
い
る
。
つ
、
ぎ
に
、
同
書
、
康
照
二
十
二
年
の
題
准
に
よ
る
に
、

至
経
管
銭
糧
各
官
。
将
徴
牧
起
存
原
額
。
及
支
錯
綜
散
数
目
。

詳
加
襲
算
明
白
。
該
督
撫
等
覆
加
磨
算
。
如
造
冊
内
数
日
舛
錯

遺
漏
者
。
府
州
豚
衡
所
官
。
罰
俸
一
年
。
督
撫
及
轄
報
之
司
道

等
官
。
各
罰
俸
六
月
。
如
督
撫
司
道
等
官
。

者
。
止
持
督
撫
等
議
慮
。
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造
冊
舛
錯
遺
漏

と
あ
り
、
銭
糧
を
経
管
す
る
各
官
は
、
銭
糧
の
徴
牧
、
起
運
・
存
留

の
原
額
お
よ
び
、
支
錆
し
た
線
・
散
敷
目
を
詳
細
に
裏
算
し
、
該
督

撫
も
復
び
麿
算
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
遺
冊
内
の
撒
目
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が
舛
錯
遺
漏
す
る
と
き
に
は
、
府
州
牒
衛
所
の
官
は
一
年
の
罰
俸
に

慮
せ
ら
れ
る
。
督
燦
お
よ
び
縛
報
の
司
道
等
の
官
は
、
各
々
六
月
の

罰
俸
を
う
け
る
。
も
し
、
督
撫
司
遁
等
の
官
が
、
造
冊
の
際
、
舛
錯

遺
漏
す
る
と
き
に
は

た
だ
督
撫
等
が
議
慮
せ
ら
れ
た
。
こ
こ
で

注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
奏
鋪
冊
の
舛
錯
遺
漏
に
謝
す
る
規
定
が
、
順

治
三
年
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
著
し
く
精
密
周
到
に
な
り
、
巌
重
に

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
順
治
三
年
、
奏
鮪
冊
に
お
け
る
遺
漏
舛

錯
に
封
し
て
は
罰
俸
三
ヶ
月
で
あ
っ
た
が
、
康
照
二
十
二
年
に
は
、

府
州
鯨
術
所
の
官
は
罰
俸
一
年
、
そ
の
責
任
の
衝
に
あ
る
督
撫
司
遵

官
は
罰
俸
六
月
、
も
し
督
撫
司
道
官
が
造
冊
に
際
し
て
、
舛
錯
遺
漏

し
た
と
き
に
は
、
督
撫
は
議
庭
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
奏
錯
冊
の
遺
漏
舛
錯
に
謝
す
る
罰
則
が
甚
だ
し
く
重
く
な

っ
た

こ
と
は
、
園
家
の
財
政
に
封
す
る
重
要
度
が
加
わ
っ
た
こ
と
を
一
不
す

も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
同
書
に
は
、

奏
鮪
錨
糧
冊
結
。

必
須
随
案
迭
部
。
若
司
道
府
州
鯨
衛
所
官
。

特
冊
結
遅
延
不
透
。
遺
隈
一
月
。
罰
俸
半
年
。
二
月
罰
俸
九
月
ゅ

三
月
罰
俸
一
年

υ

四
五
月
。
降
職
一
級
留
任
。
六
月
以
上
。
降

一
年
以
上
革
職
。
如
司
道
等
官
己
申
迭
。
而
督
撫

二
級
調
用
。

不
郎
迭
部
。
違
限
五
月
以
下
。
照
司
選
等
官
例
庭
分
。
六
月
以

上
。
降
二
級
留
任
。

一
年
以
上
。
降
三
級
調
用
。

と
あ
り
、
奏
錯
冊
遅
延
の
罰
則
を
規
定
し
て
い
る
。
司
道
府
州
鯨
衛

所
の
官
は
、
遠
限
一
月
な
ら
ば
罰
俸
牢
年
、
二
月
は
罰
俸
九
月
、
三

月
は
罰
俸
一
年
、

四
五
月
は
官
一
級
を
降
し
て
留
任
さ
せ
、
六
月
以

上
は
二
級
を
降
し
て
調
用
し
、
一
年
以
上
は
革
験
さ
れ
た

c

ま
た
司

道
等
の
官
が
す
で
に
申
迭
せ
る
に
、
督
撫
が
た
だ
ち
に
部
に
迭
付
せ

ず
、
遅
延
す
る
者
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
司
道
等
の
官
の
例
に
照
し
て
魔

分
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

後
で
述
べ
る
よ
う
に
、

奏
錯
が
遅
延
せ
る
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は
、
そ
の
聞
に
、
督
撫
や
司
道
府
州
鯨
官
が
遇
同
し
、
鏡
糧
を
着
服

す
る
た
め
で
あ
り
、
こ
れ
が
た
め
に
奏
錯
遅
延
が
殿
重
に
取
り
締
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

な
お
同
書
、
康
照
六
十
一
年
十
二
月
の
上
論
に
は
、

一
躍
奏
錆
賦
銀
米
穀
物
質
工
料
。
必
詳
査
察
賞
。
開
造
清
冊
具

奏
。
味
得
虚
開
浮
佑
。
偽
有
以
少
作
多
。
以
臆
作
貴
。
数
日
不

符
Q

巌
佑
不
買
者
。
事
費
之
日
。
持
堂
司
官
従
重
治
罪
。

と
あ
り
、
奏
舗
の
賦
銀
・
米
穀
・
物
債
・
工
料
な
ど
は
、
詳
査
し
て

貰
債
を
え
、
清
冊
を
開
造
し
て
具
奏
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し

少
数
を
多
数
と
な
し
、
賎
債
を
貴
債
と
な
し
て
敷
目
が
符
合
せ
ず
、



値
ぶ
み
の
買
な
ら
ざ
る
者
は
、
事
賓
が
費
費
す
れ
ば
、
堂
司
官
は
重

罪
に
魔
せ
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
奏
錯
に
際
し
て
は
、
諸
種
の
周
到
な
罰
則
が
規
定

さ
れ
、
替
撫
司
遭
州
牒
官
は
、
例
限
通
り
精
確
な
奏
舗
の
貫
施
を
要

求
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
寅
際
に
は
彼
等
は
相
互
に
綿
密
な
連

繋
を
な
し
、
法
網
を
く
ぐ
っ
て
、
奏
鋪
制
度
を
具
文
に
錦
せ
し
め
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。奏

鋪

と

盤

査

奏
舗
は
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
曾
計
検
査
で
あ
る
か
ら
、
租
税

の
己
完
・
未
完
の
項
が
記
入
さ
れ
る
。
光
緒
大
清
曾
典
事
例
倉
一
七

七
奏
錯
、
同
治
六
年
の
奏
准
に
、

6 

州
鯨
軽
微
旗
租
。
全
以
冊
報
矯
題
。
考
成
之
優
劣
。
親
完
欠
之

分
数
以
矯
準
。

と
あ
り
、
州
牒
官
は
税
租
の
完
納
・
未
納
の
分
数
に
よ
っ
て
そ
の
成
、

績
の
優
劣
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
薙
正
株
批
論
旨
三
七

安
徽
巡
撫
親
廷
珍
、
薙
正
六
年
六
月
二
十
日
の
傑
に
、

其
州
蘇
之
現
任
。
有
臨
空
者
。
於
年
終
奏
錯
。
知
府
捜
査
。
高

則
掲
出
。
如
有
容
際
。
即
行
井
妻
。
責
令
分
賠
。
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と
あ
り
、
州
牒
現
任
官
に
臨
空
が
あ
る
者
は
、
年
末
奏
錆
の
時
、
監

督
の
地
位
に
あ
る
知
府
を
し
て
盤
査
せ
し
め
、
勝
空
が
あ
れ
ば
弾
劾

し
て
そ
の
事
賞
を
明
ら
か
に
さ
せ
る
。
も
し
容
隠
す
れ
ば
と
も
に
弾

ま
た
同
書
三
七
、
漕
運
総
督
貌

劾
し
て
分
賠
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

廷
珍
、
薙
正
十
年
四
月
二
十
六
日
の
傑
に
は

毎
年
奏
錆
時
。

と
あ
り
、
毎
年
奏
鋪
の
と
き
に
は

一
例
盤
査
。
如
有
路
空
。
即
行
最
参
究
迫
。

一
例
に
盤
査
が
行
わ
れ
、
も
し

酷
空
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
巌
重
に
参
劾
究
追
が
行
わ
れ
た
。
ま
た

戸
部
則
例
容
九
、
国
賦
奏
錯
の
保
に
は
、

各
省
督
撫
。
於
藩
司
奏
錆
鎮
糧
之
期
。
務
持
未
完
各
項
巌
査
。

是
否
貫
欠
在
民
。
伯
遁
行
暁
論
。
務
使
民
戸
不
受
重
徴
。
如
有

官
侵
吏
蝕
。
該
管
官
並
不
査
明
。
遁
間
際
飾
者
。
一
併
従
重
参

排。

一47←

と
あ
り
、
各
省
督
撫
は
、
布
政
司
が
錯
糧
を
奏
錯
す
る
時
期
に
な
る

と
、
未
完
の
各
項
銭
糧
を
巌
査
し
、
酷
欠
は
貫
際
に
人
民
の
せ
い
か

ど
う
か
を
明
ら
か
に
し
、
な
お
、
あ
ま
ね
く
暁
識
し
て
人
民
が
重
徴

を
被
ら
な
い
よ
う
に
つ
と
め
た
。

も
し
官
吏
や
膏
吏
の
侵
蝕
が
あ

遁
同
隠
飾
す
る
者
は
、

併
に
聾
刻
し
て
重
く
庭
分
さ
せ
た
。
因
み
に
同
書
に
は
、

州
牒
徴
存
正
雑
銭
糧
。
必
係
解
到
司
庫
。
始
准
以
貰
完
奏
館
。

り
、
該
管
官
が
た
え
て
査
明
を
行
わ
ず
司
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如
止
報
徴
存
。
未
経
解
司
者
。
奏
錆
冊
内
不
得
列
作
貰
完
。
翼

克
庭
分
。
其
奏
錆
後
。
績
行
報
解
者
。
白
准
照
例
報
部
。
分
別

相
除
現
議
。

と
あ
り
、
奏
錆
後
、
銭
糧
を
報
一
解
す
る
者
は
、
議
鹿
を
克
れ
た
の
で

あ
る
。以

上
述
べ
た
よ
う
に
、
奏
舗
前
、
盤
査
が
厳
し
く
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
の
で
、
薙
正
株
批
論
旨
四
二
、
新
江
総
督
管
巡
撫
事

李
街
、
薬
正
九
年
三
月
初
七
日
の
傑
に
、

数
年
以
来
。
各
属
亦
有
買
力
奉
行
者
。
銭
糧
於
奏
錦
前
。
遇
完

甚
多
。

と
あ
る
よ
う
に
、
官
紀
の
振
粛
し
た
務
正
時
代
に
は
、
奏
錆
前
に
錨

糧
が
完
納
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
司
た
。
も
っ
と
も
こ
の
事
例
は
、
李

衡
と
い
う
務
正
帝
の
も
っ
と
も
信
頼
し
た
一
人
の
有
能
な
総
督
の
管

轄
下
の
漸
江
に
お
い
て
で
は
あ
る
が

そ
れ
に
し
て
も
、

薙
正
時

代
、
奏
鈎
前
、
銭
糧
納
入
が
あ
る
程
度
の
成
績
を
お
さ
め
た
こ
と
は

事
貰
で
あ
る
。

7 

奏

錆

と

部

駁

鐘
糧
の
盤
査
が
終
了
し
、
書
類
が
整
備
し
奏
鋪
冊
が
完
成
す
る

と
、
中
央
の
六
部
に
提
出
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
六
部
街
門
等
に
は
部

費
が
お
く
ら
れ
る
。
務
正
味
批
論
旨
三
回
、

四
川
巡
撫
憲
徳
、
落
正

六
年
正
月
二
十
二
日
の
傑
に
、

奏
鋪
部
費
。
濫
波
各
属
。

と
あ
り
、
奏
錆
の
部
費
は
配
下
に
割
り
あ
て
て
徴
枚
さ
れ
た

ま
た

同
書
二
四
、
貴
州
大
定
総
兵
官
丁
土
傑
、
薙
正
三
年
五
月
初
二
日
の

傑

欽
奉
上
議

a

各
省
督
撫
提
鎖
。
九
有
題
奏
事
件
。
禁
止
部
費
等

因
。
到
臣
。
遜
査
得
。
料
理
部
費
。
雄
係
大
員
。
而
其
費
則
出

自
廊
下
員
弁
。
求
菟
部
内
駁
査
。
至
於
文
武
大
員
。
藷
部
費
之
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名
。
分
肥
入
己
者
。
亦
復
不
少
。
究
其
質
。
文
官
設
法
。
取
於

里
下
。
武
官
科
涯
隊
伍
兵
了
。

と
あ
り
、
督
撫
提
鎮
は
奏
舗
の
部
駁
を
克
れ
る
た
め
に
、
中
央
六
部

に
部
費
を
遺
る
が
、
そ
の
名
目
に
藷
り
て
分
肥
着
服
す
る
者
も
多
か

っ
た
。
そ
の
経
費
を
文
官
は
人
民
に
割
り
つ
け
、
武
官
は
廊
下
の
兵

丁
に
科
漉
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
部
費
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
同
書

二
六
、
雲
貴
線
督
那
爾
泰
、
務
正
六
年
六
月
十
二
日
の
傑
に
、

省
中
各
項
公
費
。
有
紙
張
・
役
食
・
修
理
街
署
・
費
助
事
周
奏
・

顔
料
・
差
操
・
稿
賞
・
部
排
飯
食
。
以
及
三
年
文
武
科
場
等
項
。

毎
年
臆
需
銀
ニ
寓
雨
。
初
照
原
奏
存
留
。



と
あ
り
、
公
費
が
充
賞
さ
れ
た
。
ま
た
同
書
五
七
、
四
川
布
政
使
越

弘
恩
、
薙
正
七
年
四
月
二
十
四
日
の
傑
に
は
、

薙
正
四
五
年
。
耗
銀
。
報
資
兵
馬
奏
錯
・
部
室
田
飯
食
。

と
あ
り
、
耗
羨
銀
が
部
書
飯
食
つ
ま
り
部
費
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
同
書
、
署
理
湖
北
巡
撫
印
務
四
川
布
政
使
組
弘
恩
、
務
正
七
年

入
月
二
十
四
日
の
保
に
も
、

査
臣
在
任
三
月
。
積
出
卒
頭
銀
四
百
九
十
一
雨
零
内
。
支
給
過

院
吏
奏
鋪
飯
食
・
紙
筆
共
銀
二
百
四
十
雨
零
。
徐
銀
交
興
呂
耀

雪
。
以
備
湊
支
地
丁
奏
錯
部
書
飯
食
之
用
。

と
あ
り
、
卒
頭
銀
が
部
費
に
使
わ
れ
て
い
る
。
卒
頭
銀
も
耗
羨
の
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種
で
あ
り
、
と
も
に
公
費
の
財
源
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
奏

鮪
に
際
し
て
は
、
部
費
を
は
じ
め
そ
の
他
の
経
費
に
は
、
公
費
が
主

と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

な
お
世
宗
貫
録
倉
一
二
三
、
薙
正
十
年
九
月
庚
成
の
傑
に
、

議
内
閣
。
各
部
院
堂
官
。
職
任
恭
重
。
必
乗
公
潔
己
。
方
能
表

率
属
員
。
験
誇
誇
訓
論
。
実
昔
再
三
。
近
聞
各
部
院
堂
官
内
。

尚
有
私
受
鵠
還
者
。
此
端
漸
不
可
開
。

と
あ
り
、
薙
正
十
二
年
ーに
至
ヲ
て
、
務
正
帝
は
内
閣
に
上
識
を
下

し
、
各
部
院
堂
一
官
が
賄
帥
舶
を
主
る
ζ

と
を
再
三
禁
止
せ
-る
に
拘
わ
ら

ず
、
と
の
風
習
が
や
ま
な
い
と
い
っ
て
い
る
主
う
に
、
部
院
の
堂
官

は
配
下
の
官
膳
か
ら
賄
賂
を
贈
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
薙
正
株
批
論
旨

三
回
、
四
川
巡
撫
憲
徳
、
薙
正
六
年
正
月
二
十
二
日
の
傑
に
、

戸
刑
二
部
飯
食
銀
雨
。
己
経
奏
明
。
由
各
省
巡
撫
衛
門
。
給
批

解
部
者
。
正
以
杜
此
外
私
相
輿
受
之
弊
也
。

と
あ
り
、
部
の
飯
食
銀
つ
ま
り
部
費
を
巡
撫
衛
門
か
ら
、
戸
・
刑
部

等
中
央
衛
門
に
迭
付
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
以
外
の
鵠
遺

す
な
わ
ち
賄
賂
を
贈
る
こ
と
を
禁
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

が
、
こ
の
趣
旨
は
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

← 49 -

と
こ
ろ
で
部
費
を
中
央
街
門
に
解
遣
す
る
に
は
、
提
塘
が
こ
れ
に

嘗
っ
た
。
同
書
三
六
、
山
西
按
察
使
宋
錆
、
薙
正
入
年
八
月
二
十
日

の
傑
に膏

省
解
刑
部
官
吏
飯
銀
二
千
雨
。
係
公
用
項
内
開
鋪
者
。
臣
抵

任
以
後
。
細
加
訪
察
。
於
此
二
千
南
之
外
。
文
毎
一
州
牒
。
各

私
出
銀
十
雨
。
統
計
全
省
一
十
六
州
八
十
九
鯨
。
共
銀
一
千
零

五
十
雨
。
交
付
提
塘
。
運
遺
部
内
。
矯
書
排
紙
筆
之
費
。
此
項

係
提
塘
奥
書
排
分
肥
者
。
料
不
濁
晋
省
矯
然
。

と
あ
り
、
山
西
省
で
は
、
提
塘
が
刑
部
の
部
費
二
千
南
を
解
迭
す
る

と
き
、
各
州
腕
肺
に
各
々
十
雨
を
割
り
つ
け
て
一
千
五
十
雨
を
得
、
こ
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れ
を
提
塘
と
刑
部
の
書
排
が
着
服
し
た
の
で
あ
る
。
前
掲
の
憲
徳
の

上
奏
中
に
も
、
提
塘
の
謝
廷
傑
が
刑
部
の
飯
銀
一
千
南
を
四
川
省
か

ら
刑
部
に
解
迭
す
る
と
き
、
二
百
南
を
拘
除
し
て
着
服
し
た
た
め
に

克
職
に
な
っ
た
と
と
を
述
べ
、
そ
れ
に
績
い
て

今
乃
有
該
提
塘
謝
廷
傑
等
。
具
票
内
云
。
戸
部
奏
錨
飯
銀
。
除

批
解
一
千
三
百
南
外
。
晃
有
費
銀
一
千
六
百
雨
。
又
稽
騨
拍
堕

茶
奏
錯
。
向
有
飯
費
銀
八
百
雨
。
各
慮
催
逼
甚
巌
。
懇
賜
給
費

等
情
到
臣
。
以
及
藩
由
来
雨
司
。
臣
思
此
事
必
係
在
京
提
塘
。
串

岡
部
吏
。
作
姦
侵
蝕
情
弊
。
臣
不
敢
闘
隊
匿
。

四
川
省
で
は
戸
部
奏
錆
飯
銀
一
千
三
百
雨
の
ほ
か

に
、
別
に
費
銀
一
千
六
百
雨
が
徴
枚
さ
れ
、
ま
た
騨
枯
盛
茶
奏
鮪
に

は
飯
費
銀
八
百
南
が
あ
り
、
そ
の
督
催
が
甚
だ
巌
重
で
あ
っ
た
と
い

い
、
そ
れ
は
提
塘
と
部
院
の
膏
吏
と
が
ぐ
る
に
な
っ
て
、
侵
蝕
を
行

な
っ
た
結
果
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
提
塘
の
弊

害
に
つ
い
て
は
、
同
書
六

O
、
雲
貴
慶
西
総
督
署
ノ
繕
善
、
薙
正
十
二

年
二
月
二
十
九
日
の
傑
に
も
、

査
三
省
各
管
公
費
。
多
不
清
楚
。
:
・
或
指
稿
打
賠
部
費
。
市
京

と
あ
る
よ
う
に
、

外
提
塘

ν

暗
中
索
取
。
以
有
限
之
公
費
混
用
者
。
去
其
大
牢
。

と
あ
り
、
提
塘
が
雲
南
貴
州
庚
西
三
省
の
部
費
解
迭
に
際
し
て

省
各
替
の
公
費
を
索
取
し
て
い
る
。
ま
た
世
宗
貫
録
容
一
四

O
、十維

正
十
二
年
二
月
戊
申
の
傑
に
は

大
撃
土
伯
粂
管
兵
部
尚
書
事
郭
爾
泰
奏
言
。
兵
部
堂
司
官
。
醸

混
造
冊
。
胃
錆
騨
姑
銭
糧
。
得
旨
。
韓
拍
奏
錆
各
項
銀
雨
。
弊

端
百
出
。

と
あ
り
、
騨
姑
が
各
項
銀
雨
の
奏
舗
を
行
な
う
と
き
、
騨
拍
を
管
轄

す
る
兵
部
堂
司
官
は
、
よ
い
か
げ
ん
に
遺
冊
し
て
、
騨
枯
銭
糧
を
胃

錆
し
て
い
る
が
、
兵
部
の
官
と
騨
姑
の
官
吏
と
が
運
開
し
て
い
た
に

違
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
部
院
と
各
省
と
の
聞
に
は
、
部
費
を
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解
迭
す
る
提
塘
が
あ
り
、
騨
拍
官
吏
が
あ
り
、
諸
種
の
弊
害
を
か
も

し
出
し
た
の
で
あ
る
。

と
の
提
塘
に
よ
っ
て
、
部
費
が
中
央
街
門
に
解
逸
さ
れ
る
が
、
先

に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
多
く
の
部
費
が
あ
る
と
、
た
と
い
数
十
高
、
数

百
省
内
の
使
い
こ
み
が
あ
っ
て
も
、
奏
舗
は
た
だ
ち
に
容
認
さ
れ
る
。

と
と
ろ
が
部
費
が
少
か
っ
た
り
、
な
い
と
、
書
類
の
僅
か
な
誤
謬
や

数
字
の
錯
誤
を
指
摘
し
て
、
奏
錆
冊
は
っ
き
返
え
さ
れ
る
。
こ
れ
を

部
駁
と
い
う
。
戸
部
則
例
容
九
、
田
賦
・
遺
遺
書
冊
に
は
次
の
よ
う

に
見
え
て
い
る
。

直
省
地
丁
奏
鎗
。
凡
有
不
符
款
項
。
戸
部
町
議
原
題
指
駁
。
令



一
夜
督
撫
骨
骨
街
査
現
。
具
容
登
答
戸
部
。

す
な
わ
ち
、
部
駁
を
う
け
た
督
傑
は
、
充
分
調
査
を
し
た
う
え
、
者

文
を
も
っ
て
部
駁
の
箇
慮
に
つ
い
て
、
戸
部
に
返
答
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
光
緒
大
清
曾
典
事
例
倉
一
七
七
、

奏
錯
、
薙
正
十
年
の
奏
准
に
は
、

嗣
後
各
省
本
年
一
躍
奏
鏑
萱
答
。
務
於
次
年
十
月
内
。
按
限
清

理
。
如
果
頭
緒
繁
多
。
貫
不
能
依
限
者
。

督
撫
題
明
量
予
展

限
。
僕
有
任
意
遅
延
。
希
園
牽
混
者
。
参
劾
議
慮
。

と
見
え
る
。
す
な
わ
ち
督
撫
は
、
部
駁
を
う
け
た
奏
錦
に
つ
い
て
、

衣
年
十
月
内
に
査
明
清
理
し
、
容
文
を
も
っ
て
返
答
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
も
し
問
題
が
繁
多
で
、
期
限
内
に
慮
理
で
き
な
い
場
合
に

は
、
督
撫
が
題
明
し
て
展
限
が
許
さ
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
任
意
に

遅
延
し
、
問
題
貼
を
強
い
て
有
耶
無
耶
に
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
参

劾
議
慮
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
同
書
、
薙
正
十
二
年
の
奏
准
に
は
、

凡
指
較
款
項
。
奏
錆
登
答
。
照
例
概
用
杏
文
。
若
伯
有
未
明
。

本
部
亦
行
杏
較
。

白
拍
四
箇
月
限
期
痕
排
。

俊
一
-
案
全
数
萱

明
。
報
部
品
某
線
題
結
。
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と
あ
り
、
さ
ら
に
奏
舗
の
登
答
に
不
明
の
貼
が
あ
ら
ば
部
駁
を
う
け

る
。
こ
の
時
に
は
限
期
四
ヶ
月
以
内
に
調
査
し
て
虚
理
し
、
一
案
全
一

数
が
萱
答
明
確
な
る
を
ま
ち
、
部
に
報
告
し
、
実
線
し
て
題
結
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

奏
錯
の
崩
壊

奏
錆
は
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
期
限
の
延
長
が
み
と
め

ら
れ
た
。
光
緒
大
清
曾
典
事
例
容
一
七
七
奏
錦
、
薙
正
十
一
年
の
覆

8 

む
す
び

准

江
南
江
蘇
所
属
。
奏
鋪
幣
徴
錨
糧
。
積
有
十
五
年
之
多
。
膳
加

展
雨
月
。
至
七
月
詳
題
。
母
庸
拘
定
五
月
限
期
。

と
あ
り
、
落
正
十
一
年
、
江
蘇
省
屈
に
お
い
て
は
、
帯
徴
す
べ
き
銭

糧
が
十
五
年
に
も
わ
た
っ
て
い
た
の
で
、
と
く
に
奏
舗
の
限
期
二
ヶ

月
の
延
期
を
許
可
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
例
が
あ
る
に
つ
け
と
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ん
で
、
官
吏
は
い
ろ
い
ろ
の
名
目
を
つ
け
て
錯
奏
の
展
限
を
請
う
て

い
る
。
そ
の
一
つ
の
理
由
は
軍
需
で
あ
る
。
薙
正
株
批
論
旨
五
三
、

蘭
州
巡
撫
許
容
、
薙
正
七
年
四
月
十
五
日
の
幌
に
、

歴
任
巡
撫
布
政
司
。
倶
以
軍
需
震
辞
。
延
挨

時
日
。
臣
思
軍
需
奥
地
方
銭
糧
。
各
有
款
項
。
事
不
干
渉
。

と
あ
り
、
巡
撫
や
布
政
使
は
軍
需
を
排
理
す
る
と
い
う
理
由
で
、
奏

舗
を
遅
延
す
る
場
合
が
多
か

っ
た
。
ま
た
世
宗
貰
鎌
倉
六
、
薙
正
元

年
四
月
壬
成
の
篠
に
も
、
務
正
帝
は
奏
錯
の
遅
延
に
封
し
、
内
閣
に

査
従
前
奏
鎖
。
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上
稔
を
下
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

快
西
省
で
は
、
軍
畳
一
円
銭
糧
を
数
年
に
わ
た
っ
て
奏
錆
し
て
来
な

い
。
そ
れ
は
承
排
の
者
が
闇
務
を
か
え
り
み
ず
、
た
だ
己
れ
を

利
せ
ん
と
し
て
、
怒
ま
ま
に
貧
姿
の
行
矯
を
な
す
か
ら
で
あ

る
。
に
わ
か
に
奏
鈎
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
相
互
に
責
任
を
輔

い
ろ
い
ろ
と
方
法
を
考
え
て
、

嫁
し
て
盆
々
期
限
を
遅
延
し
、

そ
の
事
質
を
掩
飾
し
よ
う
と
す
る
。
も
し
事
々
み
な
こ
の
よ
う

・

な
こ
と
を
放
任
し
て
、
尤
に
致
っ
て
風
を
な
せ
ば
、
銭
糧
を
承

排
す
る
者
は
ど
う
し
て
畏
懐
す
る
を
知
ろ
う
か
。

と
い
っ
て
、
内
閣
に
そ
の
慮
置
を
命
じ
て
い
る
。

ま
た
薙
正
株
批
論

山
東
巡
撫
陳
世
信
、
薙
正
二
年
八
月
二
十
四
日
の
傑
に
も
、

白
砲
弾
正
元
年
井
康
照
六
十
年
六
十
一
年
。
共
三
年
銭
糧
。
経
前

任
撫
臣
茸
問
題
請
。
於
今
年
。
一
貫
奏
鈎
。
目
下
限
期
甚
迫
。

旨
九
、

若
援
貫
糾
参
。
則
一
百
四
州
牒
中
。
所
在
無
幾
。
若
循
照
往

例
。
或
担
報
己
完
。
或
開
入
民
欠
。
臣
賞
不
敢
扶
同
欺
問
。
惟

有
仰
甑
皇
上
洪
恩
。
准
臣
展
限
一
年
。
先
将
未
題
之
項
補
充
。

於
明
年
十
月
。
薙
正
元
年
二
年
康
照
六
十
年
六
十
一
年
。
鏡
糧

一
酉
奏
錯
。
其
己
題
流
抵
等
項
。
分
別
完
欠
。
注
明
冊
内
。
統

於
舜
正
四
年
歳
底
全
完
。

と
あ
り
、

山
東
省
で
は
、
薙
正
二
年
に
至
っ
て
、
康
照
六
十
、
六
十

一
年
、
薙
正
元
年
、
三
ヶ
年
分
の
奏
鮪
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
が

租
税
の
未
納
を
己
完
と
担
報
し
た
り
、
あ
る
い
は
民
欠
の
項
に
開
入

し
た
り
、
語
種
の
弊
害
が
あ
っ
て
煩
雑
を
極
め
、
薙
正
二
年
に
は
、

租
視
の
完
欠
を
明
白
に
直
別
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い

っ
て、

山
東
巡
撫
陳
世
信
は
、
奏
錆
の
展
限
を
請
う
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
奏
錯
が
遅
延
し
て
い
る
聞
に
、
諸
種
の
弊
害
が
生
じ

た
。
同
書
五
三
、
蘭
州
巡
撫
許
容
、
嘉
正
七
年
三
月
十
二
日
の
傑
に
、

毎
年
銭
糧
。

臣
査
定
例
。

至
次
年
五
月
奏
錯
。

直
省
運
行
己
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久
。
惟
甘
省
自
潅
正
三
年
至
薙
正
六
年
。
均
未
奏
錯
。
在
経
徴

督
徴
各
官

c

歴
年
穏
無
慮
分
。
自
必
催
科
目
怠
。
其
中
更
有
担

完
篤
欠
。
那
新
掩
奮
。
種
種
情
弊
。
皆
由
此
起
。

と
あ
り
、
甘
粛
省
で
は
、
薙
正
三
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
奏
錨
が
行

し
か
も
経
徴
・
督
徴
各
官
も
歴
年
慮
分
が
な
か
っ
た
た
め

わ
れ
ず
、

に
、
租
税
の
徴
牧
を
怠
り
、
そ
の
間
に
あ

っ
て
、
租
税
を
完
納
し
て

そ
れ
を
酷
欠
と
担
稽
し
、
或
い
は
新
枚
入
を

も
っ
て
奮
欠
を
抵
掩
す
る
等
の
情
弊
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
光

緒
大
清
曾
典
事
例
単
位
一
七
七
奏
錦
、
戚
豊
二
年
の
上
識
の
一
節
に
は
、

惟
河
南
省
至
今
未
遺
報
。
屡
経
該
部
杏
催
。
伺
以
調
験
冊
串
箆

い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、



立
恐
有
以
接
作
欠
。
希
欝
繍
縫
際
混
情
弊
。

と
あ
り
、
一
例
南
省
で
は
奏
錦
を
行
わ
な
い
た
め
に
、
戸
部
が
務
文
を

も
っ
て
督
促
す
る
「
と
、
帳
簿
を
謂
験
し
て
い
る
と
い
っ
て
懇
意
に
護

1
0
 

2

同
4
言一

-
R

慈
し
、
そ
の
潤
に
、
完
績
を
麟
欠
と
な
し
、

不
一
止
を
蝿
縫
し
、
あ
る

い
は
鯨
陸
混
寵
‘
さ
せ
る
な
ど
の
情
弊
、
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
務
轄

i

末

葉
に
な
る
と
、
、
繰
簿
を
検
査
す
る
と
い
う
理
由
で
、
奏
鵠
の
遅
延
が

な
さ
れ
た
の
で
あ
る
-o

か
よ
う
に
、
奏
舗
を
遅
延
し
て
い
る
関
に

蓄、

第
新
掩

開
入
民
欠
な
ど
の
語
種
の
不
正
が
仔
わ
れ
た
の
で

あ
る
悠
そ
こ
で
や
む
を
え
な
い
時
に
は
、
政
府
で
は
奏
鎗
の
展
限
を

認
め
る
が
、
で
き
る
だ
け
奏
錦
の
探
期
を
延
期
ナ
る
こ
と
は
許
可
し

な
い
方
針
を
と
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
務
正
一
一
年
に
は
、
藤
娘
六
'

年
分
の
で
領
運
し
な
い
も
の
が
多
数
あ
っ
た
た
め
に
、

商
人

の
浸
限
を
認
め

に
盟
商
が
、
康
隈
六
十
一
年
の
積
告
の
楠
化
に
護
力
し
た
の
で
、
薙

正
一
五
年
分
の
欝
引
が
十
裏
道
も
贈
っ
た
と
い
っ
て
、
発
正
元
年
の
奏

曲
展
段
を
請
う
た
が
、
難
正
帝
は
つ
い
に
こ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
の

ト

4
hノ
、

と
こ
ろ
が
、
さ
ら

で
あ
る
。
ハ
難
正
株
批
一
議
出
国
六

葬
鵠
立
羅
芝
一

八
月
十
七
日
〉
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こ
の
よ
う
に
、
政
府
で
は
奏
館
の
展
開
問
は
、
容
易
に

し
な

か
?
た
の
で
あ
る
が
、
官
吏
は
い
ろ
い
ろ
の
理
由
な
申
立
て
て
奏
錆

の
展
開
問
セ
は
か
っ
た
。
そ
の
開
聞
に
錦
繍
濯
の
婿
服
を
た
く
ら
ん
だ
の
で

の
制
度
、
が
次
第
に
弛
緩
し
て
幾
壊
し
て
行
っ

あ
る
。
と
こ
か

た。

て
の
税
入
や
そ
の
支
出
に
つ

限
期
が
決
め
ら
れ
て
い
た
。
都
燦
鎗
糧
に
つ
い
て

も
、
灘
正
株
批
麓
旨
九
、
山
東
巡
撫
蘭
錦
、
議
正
二
年
一
一

の
織
に
、

先
に
す
で
に
議
べ
た
よ
う
に
、

い
て
は
、

fヨ

関
陣
銭
糧

a

事
在
絡
一
向
。
援
護
盤
査
。

-53-

擬

と
あ
る
よ
う
に
、
毎
年
一
向
灘
線
替
が
奏
錯
を
守
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

と
こ
ろ
が
、
盟
議
賓
鎌
倉

台、

康
無
間
十
八
年
九
月

甲
午
の
上
識
の

節於
ヱ
峻
後
舘
算
。
延
挨
時
国
。
至
十
年
鮪
解
者
有

十
年
錯
算
者
亦
有
之
。
凡
工
作
物
料
ω

侠
登
冊
籍
。

何
故
穣
議
若
此
。
晶
一
小
過
欲
提
古
市
作
弊
ヰ
e

と
あ
り
、
河
工
を
監
督
す
る
人
員
は
、
一
的
ヱ
が
竣
工
す
れ
ば
直
ち
に

之
e

至

決
算
報
告
を
な
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
年
月
を
滋
ば
し
、
十
年
一

後
に
な
っ
て
、
ゃ
っ
と
報
告
を
す
る
者
が
あ
る
。
工
作
物
料
は
み
な
帳
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簿
に
記
載
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
毎
年
報
告
が
で
き
ぬ
筈
は
な

い
。
そ
の
間
に
あ
っ
て
工
費
の
着
服
を
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
と
、
康
照
帝
も
い
っ
て
い
る
。
克
正
帝
が
奏
錯
を
巌
重
に
す

る
た
め
に
、
合
同
考
府
を
設
置
し
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
弊
害
が
多
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
奏
錯
が
期
限
遁
り
行
わ
れ
る
か
否
か
と
い
う

こ
と
は
、
綱
紀
の
掻
粛
を
計
る
一
つ
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
な
る
。
こ

の
貼
か
ら
い
う
と
、
康
照
時
代
の
政
治
は
、
相
官
弛
緩
し
て
い
た
も

の
と
想
像
さ
れ
る
。

奏
錨
の
遅

甘延
元は

シ清
きで
'0)。時

代
光ヵ1
緒昨

春三
曾従
アT つ

事て
例、

容綱
一紀
七の
七弛
奏緩

と
と
も
に
、

錦
、
同
治
六
年
の
奏
准
に
は

近
年
直
隷
省
八
項
旗
租
。
戚
盟
九
年
之
奏
錯
。
至
同
治
二
年
。

始
行
題
報
。
至
戚
盟
十
年
十
一
年
及
同
治
元
二
三
四
等
年
奏

錯
。
久
逸
例
限
。
均
未
題
報
。
難
保
無
不
肯
州
勝
。
撞
行
榔

用
。
及
以
完
作
欠
情
事
。
臨
令
直
隷
綿
督
。
速
持
歴
年
未
経
奏

鏑
各
冊
。
運
緊
題
報
。
以
巌
考
襲
。
伺
持
造
冊
遅
延
之
歴
任
藩

司
職
名
。
査
取
容
遺
吏
部
議
慮
。

以
徹
玩
世
。

と
あ
り
、
直
隷
省
入
項
旗
租
は
、
戚
豊
九
年
の
奏
錯
、
が
四
年
後
の
同

治
二
年
に
な

っ
て
始
め
て
行
わ
れ
、
成
豊
十
年
、
十
一
年
、
同
治
元

-
二
・
三
・
四
年
の
奏
舗
は
、
久
し
く
定
限
を
す
ぎ
て
い
る
が
、
未

だ
に
奏
鎖
、
が
終
っ
て
い
な
い
。
不
宵
の
州
鯨
官
、
が
そ
の
間
に
あ
っ

て
、
撞
ま
ま
に
流
用
し
、
完
納
せ
る
に
腐
欠
と
し
て
い
る
や
も
計
り

が
た
い
。
そ
こ
で
直
隷
総
督
を
し
て
歴
年
未
了
の
奏
錆
各
冊
を
す
み

や
か
に
題
報
さ
せ
て
考
開
放
を
巌
に
し
、
な
お
造
冊
遅
延
の
歴
任
の
布

政
使
の
職
名
を
査
取
し
、
吏
部
に
遺
っ
て
議
鹿
さ
せ
よ
と
、
命
じ
て

い
る
。
ま
た
同
書
、
光
緒
六
年
の
奏
准
に
は

一
面
先
持
禾

錨
糧
奏
錯
。
各
依
定
限
。
令
各
該
督
一
面
具
題
。

完
一
分
以
上
各
員
。
開
具
簡
明
清
輩
。
専
摺
奏
報
。
由
部
震
定

鹿
分
。
先
行
覆
奏
。
其
有
奏
後
績
完
者
。
准
其
奏
請
踊
本
案
開

復。
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と
あ
り
、
鐘
糧
の
奏
鋪
を
、
定
限
遁
り
に
貰
施
す
る
よ
う
命
じ
、
抽
相

督
を
し
て
一
面
に
具
題
し
、
一
面
鏡
糧
禾
完
一
割
以
上
の
各
員
の
簡

明
清
軍
を
開
具
し
て
専
摺
奏
報
し
、
部
よ
り
裏
定
し
て
慮
分
す
る
こ

と
を
命
じ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
同
書
光
緒
八
年
の
奏
准
に
は
、

本
年
八
月
以
後
。
各
省
報
錯
。
或
中
十
年
奏
報
一
次
。
或
一
年
奏

報
一
次
。
上
半
年
者
限
本
年
十
二
月
到
部
。
下
半
年
者
。
限
次

不
准
経
年
累
月
。

年
六
月
到
部
。

実
案
造
報
。

一
年
者
隈
次
年
八
月
到
部
。



光
緒
λ
年
に
は
半
年
毎
に
奏
鋪
す
る
方
法
を
聞
い
て
い

る
。
こ
れ
は
事
務
が
藩
大
複
雑
に
な
っ
た
た
め
に
も
よ
る
が
、
一
面

で
は
官
吏
の
不
正
を
最
少
限
に
防
止
し
よ
う
と
す
る
意
固
か
ら
出
た

政
策
か
も
し
れ
な
い
。

と
あ
り
、

こ
の
外
、
清
朝
末
期
に
な
る
と
、
奏
鋪
の
遅
延
が
し
ば
し
ば
問
題

と
な
り
、
記
録
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
清
朝
末
期

に
お
け
る
官
僚
の
綱
紀
の
弛
緩
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た

清
朝
の
政
治
的
権
威
が
失
墜
し
た
こ
と
を
如
買
に
物
語
っ
て
い
る
。

奏
鋪
制
度
が
規
定
通
り
行
わ
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
官
吏
の

綱
紀
如
何
に
係
わ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
吾
々
は
王
朝
の
政

治
力
の
強
弱
推
移
を
卜
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
本
稿
は
日
比
野
丈
夫
氏
縛
合
研
究
『
明
清
時
代
地
方
制
度
の
線

合
研
究
L

協
力
研
究
途
上
に
お
け
る
一
副
産
物
で
あ
る
〉

(
昭
和
三
十
人
年
四
月
十
日
稿
了
〉
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東
洋
史
研
究
叢
列
之
+

宋

史

職

官

志

索

引佐

伯

富

編

種
裁
綿
ク
ロ
ー
ス
製

A
5

宮
崎
市
定
・
宋
代
官
制
序
院

字
劃
索
引
一
一
頁
定
慣

本
文
四
二
三
頁

六
三
頁

二
五
O
O圃

本
索
引
は
、
宋
史
酷
判
官
志
に
含
ま
れ
る
官
職
・

書
吏
・
年
続
・

地
名
・
官
制
・
経
済
・
財
政
用
語
、
そ
の
他
、
あ
ら
ゆ
る
事
項

に
つ
い
て
の
約
三
菖
数
千
に
及
ぶ
カ
ー
ド
を
、
五
十
音
順
に
排

列
し
た
も
の
で
あ
る
。
品
世
頭
に
は
、
宮
崎
市
定
博
士
の
「
宋
代

官
制
序
説
」
を
解
題
と
し
て
掲
載
し
、
爾
々
相
倹
っ
て
、
宋
代

は
勿
論
、
中
国
の
政
治
・
経
済
・
紅
曾
・
官
制
の
研
究
者
に
は
、

多
大
の
便
宜
を
奥
え
る
で
あ
ろ
う
。

右
書
御
希
望
の
方
は
本
曾
ま
で
お
申
込
み
下
さ
い
@

(
圏
内
塗
料
は
本
曾
が
負
鍾
し
ま
す
。
)

京
都
市
左
京
高
吉
田
本
町
京
都
大
事
文
撃
部
内

東

洋

史

研

究

曾

振
替
京
都
三
七
二
八
番
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